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も
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。
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こ
の
た
び
の
松
岡
教
授
の
古
稀
記
念
論
文
集
に
、
私
が
「
労
働
行
政
と
行
政
委
員
会
」
の
テ
ー
マ
で
寄
稿
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
次
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の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
松
岡
教
授
の
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
が
「
憲
法
の
労
働
権
の
法
社
会
学
的
展
開
に
つ
い
て
1
日
本
に
お
け
る
労
働
権
の
機
能

と
保
障
構
造
の
特
殊
性
に
関
す
る
研
究
1
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
授
は
日
本
の
長
老
級
の
労
働
法
学
者
と
し
て
は
、

お
そ
ら
く
数
少
な
い
、
い
わ
ば
公
法
学
（
憲
法
・
行
政
法
）
系
の
研
究
者
・
実
務
家
の
経
歴
を
有
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の

点
で
、
憲
法
・
行
政
法
を
専
攻
す
る
私
と
し
て
は
、
労
働
法
と
の
接
点
に
あ
る
右
の
テ
ー
マ
が
松
岡
教
授
へ
の
献
呈
論
文
に
も
っ
と
も
ふ

さ
わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
松
岡
教
授
は
、
か
つ
て
私
の
恩
師
の
故
田
中
二
郎
先
生
（
東
大
法
学
部
の
行
政
法
担
当
）
の
助
手
を
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
に

関
連
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
教
授
は
、
私
に
と
っ
て
田
中
先
生
門
下
の
兄
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
、

現
在
、
明
大
大
学
院
法
学
研
究
科
の
公
法
部
門
に
お
け
る
同
僚
な
の
で
も
あ
る
。

　
第
三
に
、
い
さ
さ
か
私
の
個
人
的
な
研
究
関
心
と
体
験
に
言
及
す
る
こ
と
を
許
し
て
貰
え
る
な
ら
ば
、
私
が
田
中
先
生
や
鵜
飼
信
成
先

生
の
指
導
・
示
唆
を
う
け
て
、
戦
後
始
め
て
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
選
択
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
行
政
法
、
と
く
に
、
そ
の
日
本
へ
の
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

入
の
所
産
の
一
つ
で
あ
る
行
政
委
員
会
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
、
た
ま
た
ま
、
私
は
八
年
間
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
行
政
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

員
会
の
典
型
的
な
一
つ
で
あ
る
東
京
都
人
事
委
員
会
の
委
員
と
し
て
、
行
政
委
員
会
の
実
務
を
も
経
験
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
む
ろ
ん
人

事
委
員
会
は
、
労
働
法
部
門
に
属
す
る
労
働
委
員
会
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
相
異
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
他
面
で
は
、
ま
た
、
行
政

委
員
会
の
一
つ
と
し
て
類
似
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
行
政
法
の
理
論
や
体
系
か
ら
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
も
意
味
の
あ
る
こ

と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
以
下
に
お
い
て
は
松
岡
教
授
自
身
の
執
筆
に
か
か
る
《
労
働
行
政
論
》
を
手
掛
り
に
、
労
働
法
に
不
案
内
な
本

稿
の
テ
ー
マ
を
選
ん
で
は
み
た
も
の
の
、
さ
て
い
ざ
執
筆
に
と
り
か
か
っ
て
み
る
と
、
私
に
は
、
松
岡
教
授
へ
の
献
呈
論
文
と
し
て
は
、
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少
か
ら
ぬ
誤
解
や
的
は
ず
れ
の
内
容
の
も
の
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
を
お
そ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
切

に
、
松
岡
教
授
の
御
海
容
を
お
願
い
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　
（
1
）
　
初
期
の
未
熟
な
試
論
を
も
含
め
て
、
そ
の
若
干
の
論
文
を
掲
げ
て
お
け
ぽ
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
行
政
委
員
会
と
権
力
分
立
論
」
（
公
法
研
究

　
　
　
三
号
）
、
「
州
際
通
商
委
員
会
（
I
C
C
）
の
成
長
と
展
開
」
（
北
大
法
学
会
論
集
一
号
）
、
「
ア
メ
リ
カ
行
政
法
へ
の
試
み
」
（
北
大
法
学
会
論
集
二

　
　
　
号
）
、
「
司
法
審
査
と
実
質
的
証
拠
の
理
論
」
（
公
法
研
究
八
号
）
、
「
行
政
手
続
に
お
け
る
証
拠
法
則
に
つ
い
て
9
⇔
」
（
法
律
論
叢
二
七
巻
五
・
六

　
　
　
号
、
二
八
巻
二
二
二
号
）
、
「
行
政
委
員
会
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
一
号
）
、
「
内
閣
と
行
政
委
員
会
」
（
法
律
時
報
・
臨
時
増
刊
号
）
、
「
行
政
委
員
会

　
　
　
の
法
的
性
格
と
運
営
・
実
態
」
（
明
大
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
）
、
「
行
政
委
員
会
の
準
司
法
的
機
能
」
（
田
中
先
生
古
稀
記
念
・
公
法
の
理
論

　
　
　
中
）
、
「
準
司
法
的
行
政
機
関
と
司
法
審
査
の
問
題
」
（
日
本
法
律
家
協
会
編
・
準
司
法
的
機
関
の
研
究
）
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
若
干
の
論
文
を
も
収

　
　
　
録
し
た
近
刊
の
和
田
『
行
政
委
員
会
と
行
政
争
訟
制
度
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
2
）
　
和
田
『
公
平
審
査
制
度
論
』
（
昭
和
六
〇
年
）
は
、
そ
の
一
応
の
ま
と
め
で
あ
る
。

二
　
行
政
法
と
労
働
行
政

　
そ
も
そ
も
、
労
働
法
と
労
働
行
政
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
は
、
り
∧
労
働
法
V
か
ら
み
た
場
合
と
、
旬
く
行
政
法
∨
か
ら
み
た
場
合
と
、
二
つ
の
観
点
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
と
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
論
稿
と
し
て
は
、
か
つ
て
、
松
岡
教
授
が
労
働
行
政
法
の
実
務
家
で
あ
る
石
黒
拓
爾
氏
（
当

時
、
労
働
省
労
政
局
労
動
法
規
課
長
）
と
共
著
の
形
で
書
か
れ
た
『
日
本
労
働
行
政
』
（
「
第
一
編
・
日
本
労
働
行
政
の
生
成
」
（
松
岡
）
、

「
第
二
編
・
労
働
行
政
の
機
構
と
機
能
」
（
石
黒
）
の
二
編
か
ら
な
る
）
（
昭
和
三
〇
年
）
は
、
む
ろ
ん
臼
の
観
点
か
ら
す
る
「
労
働
行
政
」

で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
今
日
に
あ
っ
て
も
基
本
的
に
は
、
旬
の
観
点
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
、
現
在
の
行
政
法
の
理
論
と
体
系
（
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

く
に
行
政
法
各
論
）
の
中
で
位
置
づ
け
、
検
討
す
る
さ
い
に
も
重
要
な
論
稿
な
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
あ
え
て
推
測
す
れ
ぽ
、
松
岡
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教
授
は
前
述
の
よ
う
に
、
か
つ
て
田
中
二
郎
先
生
の
下
で
公
法
、
と
く
に
行
政
法
と
そ
の
関
連
部
門
の
研
究
を
さ
れ
、
そ
の
後
、
内
務
省
、

法
制
意
見
局
等
に
お
い
て
、
行
政
実
務
に
携
わ
っ
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
石
黒
氏
は
、
実
務
家
で
は
あ
る
が
、
行
政
法
一

般
の
理
論
・
学
説
・
体
系
を
下
敷
に
し
て
労
働
行
政
関
係
法
規
の
立
案
等
を
含
め
、
そ
の
中
枢
に
参
劃
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
私
は
、
ま
ず
、
主
と
し
て
松
岡
ー
石
黒
・
前
掲
『
日
本
労
働
行
政
』
を
中
心
に
、
そ
の
所
説
の
要
旨
を
紹
介
・
検
討
し
、
次
い

で
、
行
政
法
の
立
場
か
ら
す
る
私
の
コ
メ
ン
ト
と
考
え
方
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

叢論律
一一 @

　
一
　
労
働
行
政
の
定
義
・
概
念
・
体
系

　
ω
松
岡
教
授
は
、
前
掲
書
で
、
労
働
行
政
に
関
す
る
蟻
山
政
道
・
黒
川
小
六
・
山
下
知
彦
の
各
氏
の
所
説
を
紹
介
・
検
討
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
労
働
行
政
は
、
行
政
で
あ
る
以
上
、
他
の
分
野
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
政
治
権
力
の
労
働
政
策
の
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ

者
」
で
あ
り
、
こ
の
「
労
働
政
策
の
原
動
力
を
な
す
も
の
と
し
て
、
お
よ
そ
、
三
つ
の
柱
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
政
治
権
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ツ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

動
か
す
だ
け
の
実
力
を
も
っ
て
い
る
巨
大
資
本
な
い
し
独
占
資
本
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
労
働
運
動
で
あ
り
、
そ
の
三
は
、
中
小
資
本
で

あ
る
」
。
「
労
働
行
政
は
、
形
式
的
に
は
、
右
の
三
つ
の
柱
の
力
関
係
の
結
果
に
基
づ
く
労
働
政
策
の
忠
実
な
担
当
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

　
　
　
　
て
　
　
　
へ
　
　
　
て
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

同
時
に
、
国
際
的
視
野
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
提
供
」
し
、
そ
れ
は
「
第
四
の
柱
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」
。
こ
の
定
義
は
、
形

式
的
な
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、
労
働
行
政
の
位
置
づ
け
の
歴
史
的
解
明
や
日
本
の
労
働
行
政
の
特
色
を
明
確
に
評
価
し
て
い

る
点
で
、
教
授
の
立
場
を
宣
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
リ
ア
ル
に
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
松
岡
教
授
は
、
右
の
労
働
行
政
論
を
前
提
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
「
労
働
行
政
の
体
系
」
を
提
案
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
労
働
法
体
系
に
つ
い
て
の
二
系
列
説
と
三
系
列
説
の
批
判
的
検
討
を
ふ
ま
え
「
労
働
法
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
「
労
働
行
政
も
、

日
本
国
憲
法
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
」
で
あ
る
が
、
な
お
、
「
国
際
的
監
視
力
を
背
景
に
、
大
企
業
と
中
小
企
業
と
労
働



労働行政と行政委員会187

者
階
級
の
三
つ
の
権
力
主
体
の
闘
い
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
か
ら
、
労
働
行
政
の
体
系
化
」
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、

第
一
に
労
働
基
準
行
政
、
第
二
に
団
結
行
政
、
第
三
に
雇
用
行
政
、
第
四
に
労
働
者
福
祉
行
政
、
の
四
系
列
の
分
類
体
系
が
、
そ
こ
で
提

　
　
（
2
）

示
さ
れ
る
。

　
松
岡
教
授
の
右
の
「
労
働
行
政
体
系
」
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
労
働
法
に
不
案
内
な
私
の
批
判
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
た
だ
、

あ
え
て
一
言
、
コ
メ
ン
ト
す
る
な
ら
ば
、
他
の
二
系
列
説
・
三
系
列
説
に
立
つ
労
働
法
諸
学
者
と
異
な
る
点
と
し
て
、
松
岡
教
授
に
は
、

法
体
系
の
頂
点
と
し
て
の
憲
法
二
七
条
、
二
八
条
の
ほ
か
に
、
I
L
O
等
の
国
際
的
視
野
か
ら
の
着
目
と
行
政
法
、
と
く
に
労
働
基
準
行

政
に
み
る
よ
う
に
行
政
組
織
法
へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
教
授
の
体
系
の
特
色
は
、
憲
法
・
行
政
法

を
専
攻
す
る
私
に
と
っ
て
も
、
基
本
的
に
同
感
で
き
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
②
　
こ
れ
に
対
し
て
石
黒
氏
の
定
義
は
、
次
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
。
「
労
働
行
政
と
は
、
労
働
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

る
行
政
で
あ
る
。
こ
こ
に
労
働
と
は
近
代
資
本
制
社
会
に
お
い
て
発
生
し
、
発
展
し
た
近
代
的
使
用
従
属
関
係
に
あ
る
労
働
を
い
い
、
か

か
る
労
働
に
関
連
し
て
生
起
す
る
諸
々
の
事
象
を
対
象
と
す
る
行
政
が
、
即
ち
労
働
行
政
で
あ
る
」
。
石
黒
氏
は
、
右
の
実
質
的
意
味
の

労
働
行
政
の
概
念
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
次
の
諸
点
が
検
討
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
そ
れ
は
労
働
行
政
の
実
務
を
ふ
ま
え

た
、
あ
る
意
味
で
は
労
働
行
政
の
内
容
・
体
系
を
具
体
的
に
説
く
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

　
第
一
は
、
労
働
行
政
の
任
務
と
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
政
策
は
経
済
政
策
的
任
務
の
面
と
、
社
会
正
義
の
実
現
を
目

的
と
す
る
面
の
二
つ
を
併
有
す
る
が
、
右
二
者
の
間
に
お
い
て
は
、
前
者
が
よ
り
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。

　
第
二
は
、
労
働
行
政
の
諸
分
野
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
抽
象
的
、
一
般
的
に
は
定
め
難
く
、
そ
の
範
囲
は
、
勿
論
主
と
し
て
そ

の
国
の
社
会
経
済
的
発
達
段
階
、
全
般
的
行
政
機
構
及
び
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
同
時
に
そ
の
時
々
の
便
宜
、
政
治
的

理
由
そ
の
他
の
恣
意
的
要
素
に
よ
っ
て
定
ま
る
点
も
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
」
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
、
石
黒
氏
は
、
目
本
の
労
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働
行
政
の
諸
分
野
を
、
一
方
で
国
際
労
働
機
構
（
I
L
O
）
報
告
と
対
比
し
つ
つ
、
他
方
で
、
「
我
が
国
法
体
系
及
び
行
政
組
織
体
系
に
即

し
つ
つ
」
、
次
の
よ
う
な
分
類
を
す
る
。

　
ω
　
労
働
関
係
行
政
　
労
働
組
合
そ
の
他
の
労
働
者
の
自
主
的
な
団
結
、
お
よ
び
そ
の
団
結
し
た
団
体
と
使
用
者
ま
た
は
そ
の
団
体
と

の
間
に
生
ず
る
労
使
関
係
の
事
象

　
②
　
労
働
基
準
行
政
　
個
別
労
働
関
係
に
お
け
る
労
働
条
件
等
の
最
低
基
準
に
関
す
る
行
政

　
③
　
職
業
安
定
行
政
　
職
業
の
安
定
と
い
う
見
地
か
ら
把
握
さ
れ
る
労
働
力
、
ま
た
は
人
力
に
関
す
る
行
政

　
④
　
前
記
三
種
の
「
縦
割
り
」
に
見
た
分
類
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
「
横
割
り
」
の
行
政
分
野
（
「
共
通
的
労
働
行
政
」
）
、
す
な
わ

ち
、
ω
労
働
統
計
調
査
行
政
　
㈹
婦
人
年
少
労
働
行
政
　
舖
国
際
労
働
行
政
が
あ
る
。

　
第
三
は
、
労
働
行
政
の
統
一
性
と
労
働
行
政
の
対
象
お
よ
び
主
体
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
労
働
行
政
は
統
一
的
原
則
に
基
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
現
実
に
お
い
て
は
、
「
労
働
行
政
の
対
象
と
主
体
と
の
両
面
に
お
い
て
」
、
修
正
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
ず
、

労
働
行
政
を
対
象
た
る
労
働
者
に
よ
っ
て
区
別
す
れ
ぽ
、
「
労
働
者
一
般
を
対
象
と
す
る
労
働
行
政
」
（
一
般
労
働
行
政
）
す
な
わ
ち
、
労

働
省
、
都
道
府
県
、
地
方
労
働
委
員
会
、
市
町
村
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
、
「
特
定
の
労
働
者
を
対
象
と
す
る
労
働
行
政
（
特
別
労

働
行
政
）
に
な
る
が
、
と
く
に
後
者
に
属
す
る
船
員
労
働
行
政
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
別
固
な
労
働
行
政
に
属
す
る
。
次
に
、
労
働
行
政

を
主
体
に
よ
っ
て
区
別
す
れ
ば
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
労
働
行
政
に
二
分
さ
れ
る
。

　
第
四
に
、
労
働
行
政
と
他
の
行
政
領
域
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
六
つ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
労
働
行
政
と
社
会

保
障
行
政
　
②
労
働
行
政
と
経
済
行
政
　
③
労
働
行
政
と
人
事
行
政
（
公
務
員
労
働
法
）
　
ω
労
働
行
政
と
船
員
行
政
　
⑤
労
働
行
政
と
鉱

山
保
安
行
政
　
⑥
労
働
福
祉
行
政
、
で
あ
る
。
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一
一
行
政
法
各
論
と
労
働
行
政
法

　
以
上
の
、
松
岡
1
1
石
黒
両
氏
の
労
働
行
政
論
に
対
し
て
は
ー
労
働
法
学
者
、
実
務
家
か
ら
の
批
判
は
、
別
問
題
と
し
て
も
ー
、
行

政
法
、
と
り
わ
け
、
行
政
法
各
論
の
立
場
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
検
討
と
評
価
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
ω
　
行
政
法
体
系
、
と
り
わ
け
そ
の
中
に
お
け
る
総
論
・
各
論
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
各
論
の
解
体
を
も
含
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
行
政
法
各
論
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
何
ら
か
の
作
用
類
型
を
中
心
と
し
、
あ
る
い

は
若
干
の
領
域
・
項
目
を
中
心
と
し
て
、
行
政
作
用
法
の
類
型
化
・
体
系
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
田
中
二
郎
博
士
は
、
次

　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、

の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
「
行
政
作
用
の
目
的
・
分
野
ご
と
に
、
例
え
ぽ
、
秩
序
維
持
行
政
・
給
付
行
政
・
財
務
行
政
等
に
分
か
ち
、
そ
の
体

系
化
を
試
み
る
方
法
」
が
あ
り
、
「
こ
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
行
政
作
用
法
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
解
釈
原
理

を
導
き
出
す
う
え
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
」
。
そ
し
て
、
み
ず
か
ら
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
明
か
に
し
て
い
る
。
「
私
は
、
行
政
作
用
法
を
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
よ
う
に
分
類
し
体
系
づ
け
る
か
は
、
目
的
に
応
じ
便
宜
に
従
っ
て
決
め
て
い
い
と
考
え
て
お
り
、
私
自
身
は
、
行
政
作
用
法
の
目
的
と

ヘ
　
　
　
へ

性
質
に
照
ら
し
、
共
通
の
解
釈
原
理
が
支
配
す
る
と
解
す
る
も
の
ご
と
に
こ
れ
を
分
類
整
理
し
、
体
系
化
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
警
察

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

法
、
規
制
法
、
給
付
行
政
法
、
公
用
負
担
法
及
び
財
政
法
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
章
を
分
か
っ
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
」
。

　
②
　
一
般
に
、
行
政
法
と
労
働
法
と
い
う
、
す
で
に
学
問
的
に
独
立
し
て
い
る
二
つ
の
法
学
部
門
の
中
間
と
連
結
部
分
に
お
い
て
、

〈
労
働
行
政
法
V
と
い
う
一
部
門
を
構
想
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
の
こ
と
を
、
た
と
え
ば
〈
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

行
政
法
〉
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
検
討
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
経
済
行
政
法
は
、
ひ
ろ
く
経
済
行
政
に
関
す
る
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
行

政
法
各
論
、
と
り
わ
け
、
行
政
作
用
法
の
一
環
と
し
て
、
規
制
行
政
の
範
疇
の
下
に
、
ω
経
済
行
政
の
概
念
・
特
色
、
㈹
経
済
行
政
の
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

織
・
機
構
、
価
経
済
行
政
作
用
の
方
式
．
形
態
、
＠
経
済
行
政
作
用
の
体
系
．
内
容
に
関
す
る
法
を
総
称
す
る
。
こ
こ
で
経
済
行
政
法
を

論
述
す
る
た
め
に
は
、
一
方
で
は
、
独
立
し
た
法
分
析
で
あ
る
経
済
法
の
概
念
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
行
政
法
、
と
く
に
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行
政
法
各
論
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
。
経
済
法
も
労
働
法
も
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
言
う
私
法
・
公
法
の
区
別
を
超

え
た
、
新
し
い
第
三
の
型
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
〈
労
働
行
政
法
〉
を
論
述
す
る
場
合

に
も
、
適
用
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
れ
る
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
∧
労
働
行
政
法
∨
は
、
山
労
働
行
政
の
概
念
・
特
色
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

ω
労
働
行
政
の
組
織
．
機
構
　
恒
労
働
行
政
作
用
の
方
式
・
形
態
伽
労
働
行
政
作
用
の
体
系
・
内
容
に
関
す
る
法
を
総
称
す
る
も
の
と
い

え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
〈
労
働
法
V
の
概
念
論
議
に
代
え
て
、
む
し
ろ
、
前
述
し
た
く
労
働
行
政
V
の
概
念
を
前
提
と
し
て
松

岡
1
1
石
黒
所
説
を
検
討
し
た
い
。

　
き
わ
め
て
形
式
的
．
抽
象
的
に
い
え
ば
、
労
働
行
政
法
は
、
「
労
働
行
政
に
関
す
る
法
」
で
あ
り
、
や
や
具
体
的
に
い
え
ぽ
、
石
黒
氏

の
述
べ
る
よ
う
に
、
「
労
働
行
政
が
準
拠
し
、
労
働
行
政
を
規
律
し
、
よ
っ
て
以
て
労
働
行
政
が
妥
当
す
る
根
拠
と
な
る
法
規
範
が
労
働

　
　
　
　
　
（
7
）

行
政
法
で
あ
る
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
石
黒
氏
は
、
労
働
行
政
法
を
、
「
他
の
行
政
法
と
同
様
、
こ
れ
を
行
政
組
織
法
と

行
政
作
用
法
と
に
分
け
ら
れ
る
」
と
し
、
次
い
で
、
「
労
働
行
政
法
の
法
源
の
法
形
式
」
、
「
憲
法
及
び
行
政
通
則
法
」
、
「
現
行
労
働
行
政

法
」
の
順
に
、
そ
の
内
容
を
論
述
す
る
。

　
右
の
労
働
行
政
法
の
所
説
に
つ
い
て
、
差
し
当
り
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
は
行
政
法
体
系
に
お
け
る
オ

ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
分
類
で
あ
る
が
、
あ
え
て
修
正
を
施
す
な
ら
ぽ
、
む
し
ろ
労
働
行
政
総
則
、
労
働
行
政
組
織
法
、
労
働
行
政
作
用
法
の

三
部
門
の
方
が
体
系
的
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
「
憲
法
及
び
行
政
通
則
法
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
二
七
条
、
二
八
条
の
規
定
が
、
「
労
働
法
の
重
要
な
法

源
」
で
あ
り
、
「
こ
れ
ら
の
権
利
を
擁
護
し
、
実
現
す
る
た
め
の
行
政
作
用
の
根
拠
と
な
る
意
味
に
お
い
て
労
働
行
政
法
の
法
源
で
あ
る
」

こ
と
、
ま
た
、
「
行
政
組
織
又
は
行
政
作
用
の
基
本
原
則
を
規
定
し
て
い
る
憲
法
第
七
条
第
一
号
、
第
一
五
条
、
憲
法
第
五
章
、
第
八
章

等
の
規
定
は
、
労
備
行
政
法
の
法
源
で
も
あ
る
」
と
し
、
二
体
と
し
て
の
日
本
国
憲
法
が
右
の
若
干
の
規
定
等
を
中
心
と
し
て
、
労
働
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行
政
法
の
基
本
的
な
法
源
で
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
と
労
働
法
と
の
不
可
分
な
関
係
の
強
調
は
、
年
来
、
「
憲
法
と
労

働
権
」
の
テ
ー
マ
に
重
要
な
関
心
を
寄
せ
て
き
た
松
岡
教
授
の
基
本
的
立
場
と
も
合
致
す
る
も
の
と
評
し
え
よ
う
。

　
③
　
行
政
法
各
論
の
新
た
な
再
編
成
と
い
う
方
法
論
的
視
点
か
ら
、
私
は
、
ω
侵
害
行
政
（
国
ぎ
σ
q
口
宇
く
震
弍
巴
9
ロ
σ
q
）
、
㈹
規
制
行

政
（
因
o
σ
q
巳
飴
巳
く
o
＜
o
『
薫
巴
言
目
σ
q
）
、
…
m
給
付
行
政
（
ピ
o
一
ω
9
5
σ
q
＜
2
乞
巴
9
印
σ
q
）
、
°
W
助
長
行
政
（
勺
｛
一
〇
σ
q
o
ロ
合
く
雪
ξ
巴
言
ロ
σ
q
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

四
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
下
に
、
体
系
の
再
編
成
を
試
み
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
労
働
行
政
法
を
検
討
す
る
な
ら
ぽ
、
そ

の
位
置
づ
け
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
て
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

な
わ
ち
、
第
一
に
、
右
の
う
ち
、
ω
㈲
は
、
そ
の
上
位
の
大
分
類
と
し
て
は
、
囚
秩
序
行
政
（
○
己
き
ロ
σ
q
む
。
＜
。
司
巴
吟
巨
σ
q
）
、
ま
た
価
伽

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ

は
、
⑧
広
義
の
給
付
行
政
（
↑
。
一
ω
9
目
σ
q
ω
＜
。
「
乏
巴
9
昌
σ
q
ω
一
日
乞
而
一
9
♂
ロ
o
カ
一
目
。
）
の
下
に
整
序
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

第
二
は
、
秩
序
行
政
と
給
付
行
政
の
概
念
を
含
め
て
、
右
の
四
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
る
分
類
は
、
必
ず
し
も
、
目
的
・
手
段
・
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

式
・
内
容
の
考
察
に
お
い
て
十
分
に
理
論
的
整
合
性
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
、
た
と
え
ぽ
、
侵
害
行
政
と

規
制
行
政
、
ま
た
、
給
付
行
政
と
助
長
行
政
と
の
間
に
は
峻
別
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
同
一
の
行
政
的
事
案
に
つ
い

て
も
、
た
と
え
ぽ
、
規
制
行
政
と
給
付
行
政
が
交
錯
な
い
し
混
在
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
右
の
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
む
し
ろ
類
型
的
モ
デ
ル
な
い
し
道
具
概
念
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
行
政
作
用
の
特
色
づ
け
の
重
点
の
お
き
方

の
問
題
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
ら
だ
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
右
の
よ
う
な
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
次
に
、
労
働
法
、
と
く
に
、
そ
れ
の
作
用
的
特
色
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
石
黒
氏
に
よ
れ
ぽ
、
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

行
政
作
用
は
、
そ
の
強
制
力
に
着
目
す
れ
ぽ
、
権
力
的
作
用
と
非
権
力
的
作
用
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
態
様
に
着
目
す
れ
ぽ
、
ω
監
督
行

政
、
就
判
定
的
行
政
、
旬
保
険
行
政
、
旬
調
整
的
行
政
、
∋
指
導
的
行
政
、
殉
奉
仕
的
行
政
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
。
そ
し

　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

て
そ
の
う
ち
、
ω
に
は
、
職
業
安
定
行
政
の
よ
う
な
権
力
的
作
用
の
典
型
的
な
も
の
、
ω
に
は
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
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審
査
、
労
働
組
合
の
資
格
審
査
等
が
あ
り
、
殉
に
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
・
失
業
保
険
の
よ
う
な
、
権
力
的
作
用
の
も
の
で
は
あ
る

が
、
調
整
的
・
奉
仕
的
な
も
の
が
あ
り
、
旬
に
は
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
労
働
争
議
の
調
整
・
職
業
安
定
行
政
に
お
け
る
労
働
力
の
需
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

調
節
を
中
心
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
v
に
は
労
働
基
準
法
実
施
上
の
指
導
（
権
力
的
行
政
）
、
技
能
養
成
・
職
業
補
導
（
奉
仕
的
行
政
）
が

あ
り
、
．
W
に
は
、
労
働
教
育
、
労
働
組
合
の
福
祉
事
業
へ
の
援
助
協
力
、
労
働
基
準
、
職
業
安
定
行
政
に
お
け
る
各
種
福
祉
行
政
等
が
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
要
約
で
き
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
労
働
行
政
の
全
体
は
、
前
述
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
規
制
行
政
、
給
付
行
政
、
助
長
行
政
の
三
つ
の
類
型
に
よ
っ
て

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

複
合
的
に
性
格
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
の
類
型
の
み
に
よ
っ
て
は
正
確
に
枠
づ
け
ら
れ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
第
二
に
、
た
と
え
ぽ
、
労
働
委
員
会
に
み
る
よ
う
に
、
同
一
機
関
が
、
判
定
的
行
政
と
調
整
的
行
政
と
を
併
有
し
、
奉
仕
的
・
非
権
力

的
作
用
と
強
制
的
・
権
力
的
作
用
の
二
つ
の
性
格
を
併
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
し
た
が
っ
て
、
必
要
な
こ
と
は
、
労
働
行
政
の
個
々
の
領
域
の
検
討
を
通
し
て
、
労
働
行
政
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
、
松
岡
教
授
に
よ
れ
ぽ
、
ω
労
働
基
準
行
政
　
②
労
政
系
統
行
政
　
③
雇
用
行
政
　
ω
労

働
者
福
祉
行
政
と
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
石
黒
氏
に
よ
れ
ぽ
、
労
働
行
政
作
用
は
、
労
働
関
係
行
政
作
用
、
労
働
基
準
行
政
作
用
、
職
業
安

定
行
政
作
用
、
共
通
的
労
働
行
政
作
用
と
さ
れ
る
（
前
掲
・
第
四
章
の
各
節
）
。

（
1
）
　
松
岡
三
郎
「
労
働
行
政
の
地
位
と
体
系
」
田
中
二
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
・
公
法
の
理
論
中
八
三
五
頁
以
下
、
八
三
七
頁
以
下
、
同
「
労
働
行

　
　
政
と
そ
の
機
構
」
（
松
岡
編
・
労
働
法
・
法
学
演
習
講
座
　
四
六
五
～
四
六
七
頁
）
。
な
お
、
教
授
は
最
近
の
著
書
で
「
労
働
法
の
体
係
の
取
扱
」

　
　
と
し
て
、
「
労
働
者
福
祉
立
法
」
を
「
第
四
の
領
域
」
と
し
て
「
新
た
な
領
域
を
生
成
」
す
べ
き
こ
と
を
提
言
す
る
（
普
及
版
・
労
働
法
（
増
補

　
　
版
）
三
一
四
頁
以
下
。
な
お
、
他
著
者
の
論
稿
を
含
め
、
引
用
文
中
傍
点
は
和
田
の
も
の
）
。

（
2
）
　
松
岡
・
前
掲
「
労
働
行
政
の
地
位
と
体
系
」
八
四
九
頁
以
下
。
な
お
、
松
岡
労
働
法
、
と
く
に
労
働
行
政
論
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
一
つ
に

　
　
「
第
四
の
柱
」
と
も
い
う
べ
き
「
国
際
的
視
野
」
、
「
国
際
的
監
視
力
」
の
強
調
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
教
授
の
労
働
基
準
法
論
に
つ
い
て
と
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く
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
「
労
働
基
準
法
は
そ
れ
ら
の
国
際
常
識
〔
I
」
0
の
条
約
案
や
勧
告
〕
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば

　
　
国
際
労
働
法
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
」
あ
り
、
か
く
し
て
、
労
働
基
準
法
が
「
国
際
労
働
法
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
松

　
　
岡
『
条
解
労
働
基
準
法
〔
新
版
〕
』
（
昭
和
三
三
年
〕
四
頁
、
五
頁
。

　
　
　
こ
こ
で
、
右
口
、
一
斎
外
謙
と
は
、
労
働
法
を
法
的
規
制
の
内
容
か
ら
、
「
個
別
的
労
働
関
係
に
関
す
る
法
規
と
集
団
的
労
働
関
係
に
関
す
る
法

　
　
規
」
と
に
二
分
す
る
石
井
照
久
教
授
、
憲
法
の
立
場
か
ら
、
憲
法
二
八
条
に
ひ
き
い
ら
れ
る
「
労
働
団
体
法
」
と
憲
法
二
七
条
に
ひ
き
い
ら
れ
る

　
　
「
労
働
保
護
法
」
と
に
二
分
す
る
吾
妻
光
俊
教
授
、
同
じ
く
憲
法
に
よ
る
二
系
列
を
と
り
つ
つ
も
、
①
団
結
権
を
守
る
法
と
②
働
く
権
利
を
守
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
へ
　
　
て

　
　
法
に
二
分
し
、
②
は
団
結
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
①
が
労
働
法
の
中
核
で
あ
る
と
す
る
外
尾
健
一
教
授
の
諸
説
で
あ
る
。
ま
た
、
三
系
列
説
と
は

　
　
労
働
法
の
発
展
の
歴
史
的
過
程
か
ら
、
さ
ら
に
憲
法
の
規
定
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
二
七
条
一
項
と
二
項
の
系
列
の
二
つ
に
分
け
、
前
者
を
雇

　
　
用
保
障
制
、
後
者
を
労
働
保
護
法
制
、
そ
し
て
憲
法
二
八
条
に
基
づ
く
も
の
を
団
結
保
障
制
と
す
る
林
迫
広
教
授
、
労
働
保
護
法
と
労
働
団
体
法

　
　
の
ほ
か
に
「
労
働
者
に
労
働
の
機
会
を
調
達
す
る
た
め
の
法
規
を
独
立
さ
せ
る
立
場
」
か
ら
の
新
し
い
領
域
を
主
張
す
る
片
岡
昇
教
授
等
で
あ
る
。

（
3
）
　
石
黒
拓
爾
「
第
二
編
・
労
働
行
政
の
機
構
及
び
機
能
」
一
八
七
頁
。
な
お
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
「
第
一
章
　
労
働
行
政
の
概
念
」
、
と
く
に
、

　
　
第
二
節
　
労
働
行
政
の
任
務
と
性
格
（
と
く
に
一
九
二
頁
、
一
九
三
頁
）
、
第
三
節
　
労
働
行
政
の
諸
分
野
（
と
く
に
一
九
六
頁
～
二
〇
一
頁
、
二

　
　
〇
一
頁
～
二
〇
五
頁
）
、
第
四
節
　
労
働
行
政
の
統
一
性
と
労
備
行
政
の
対
象
及
び
主
体
（
二
〇
六
頁
以
下
）
、
第
五
節
　
労
働
行
政
と
他
の
行
政

　
　
領
増
と
の
関
係
（
二
二
二
頁
以
下
）
に
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
ち
な
み
に
、
石
黒
氏
の
右
の
所
説
は
、
そ
の
後
三
〇
年
を
経
た
現
在
で
は
当
然

　
　
の
こ
と
な
が
ら
、
内
容
的
に
少
わ
か
ら
ぬ
変
化
が
あ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
検
討
は
、
す
べ
て
、
労
働
法
の
専
門
家

　
　
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
。

（
4
）
　
以
下
に
つ
い
て
は
、
和
田
『
行
政
法
講
義
』
下
・
序
論
・
行
政
法
に
お
け
る
「
各
論
」
の
位
置
と
内
容
、
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
　
田
中
二
郎
『
新
版
　
行
政
法
』
下
巻
、
全
訂
第
二
版
、
一
五
頁
。

（
6
）
　
和
田
・
前
掲
『
行
政
法
講
義
』
下
「
第
二
編
　
規
制
行
政
」
第
二
章
　
経
済
行
政
法
一
五
〇
頁
以
下
。
ち
な
み
に
、
行
政
法
、
経
済
法
、
労
働

　
　
法
と
い
う
法
学
の
三
部
内
に
つ
い
て
述
べ
た
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
所
説
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
関
連
し
ー
そ
の
個
々
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
は

　
　
あ
る
も
の
の
ー
、
基
本
的
に
は
、
今
日
で
も
な
お
味
読
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
引
用
に
価
す
る
と
思
わ
れ
る
。
（
ラ
ー
ド
ブ
ル
ッ
フ
．
碧
海

　
　
純
一
訳
・
法
学
入
門
（
O
已
ω
訂
く
問
巴
宮
ロ
o
亡
国
宮
S
穿
「
ロ
o
σ
q
日
合
。
問
Φ
゜
宮
ω
忌
ω
ω
゜
⇒
ω
n
げ
忠
丁
ρ
鮎
自
合
ぬ
゜
①
ぴ
゜
客
Φ
需
》
亀
ド
拾
朝
蝉
く
°
「
亘
6
㊤

　
　
゜
。
①
詳
o
叶
2
Φ
ロ
合
ロ
o
丙
H
留
。
。
、
汀
『
き
゜
・
ぽ
q
o
ぴ
q
①
ぴ
Φ
コ
＜
o
昌
民
o
自
巴
N
弍
。
蒔
魯
戸
0
力
む
り
゜
H
Φ
◎
。
～
H
Φ
Φ
、
0
り
◆
一
昂
、
ω
゜
誌
ρ
　
な
お
、
傍
点
は
和
田
）
。

　
　
　
「
行
政
法
は
最
も
若
い
法
分
野
で
あ
り
、
か
つ
最
も
活
動
的
な
法
分
野
で
あ
る
。
”
国
家
活
動
漸
増
の
法
則
”
（
、
、
○
①
。
。
。
冒
臼
雲
笥
①
合
ω
o
a
o
白
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一
　
　
む
力
9
彗
ω
庄
け
品
六
Φ
津
、
、
）
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
。
こ
の
法
則
は
、
主
に
、
社
会
秩
序
の
国
家
に
よ
る
形
成
、
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
て
　
　
　
へ
　
　
　
て
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
貨
分
配
体
系
へ
の
国
家
の
介
入
、
許
可
を
要
す
る
法
律
行
為
の
増
加
、
労
働
契
約
関
係
の
形
成
へ
の
国
家
の
関
与
、
さ
ら
に
商
品
の
生
産
者
・
取

　
　
引
者
．
配
給
者
と
し
て
の
国
家
の
役
割
、
つ
ま
り
一
言
で
い
え
ぽ
く
国
家
に
よ
る
生
活
配
慮
V
（
留
飴
庄
合
。
o
O
①
ω
o
芦
゜
。
＜
o
叶
ω
o
叶
σ
q
o
）
に
お
い

　
　
て
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
分
野
で
は
、
行
政
行
為
を
通
じ
て
の
高
権
的
な
強
制
行
動
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
純
経
済
的
な
活
動
で
も
な
い
と
こ
ろ

　
　
の
新
し
い
行
政
の
型
が
生
れ
つ
つ
あ
る
。
法
治
国
家
か
ら
社
会
的
福
祉
国
家
へ
の
方
向
を
わ
れ
わ
れ
が
一
歩
を
進
め
る
ご
と
に
、
そ
の
歩
幅
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
行
政
法
が
成
長
す
る
の
で
あ
る
。
行
政
法
は
社
会
法
で
あ
る
。
最
も
徹
底
し
た
タ
イ
プ
の
社
会
主
義
的
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
私
法
は
行
政
法

　
　
に
完
全
に
明
渡
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
L
（
同
書
二
三
一
頁
）
。

　
　
　
「
今
日
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
起
り
つ
つ
あ
る
生
活
上
お
よ
び
思
想
上
の
大
変
革
を
法
の
言
葉
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
”
社
会
法
”
（
、
、
ω
O
N
｛
①
一
〇
ω
　
問
O
O
芦
吟
〉
、
）
の
登
場
に
よ
っ
て
、
従
来
峻
別
さ
れ
て
い
た
私
法
と
公
法
、
民
法
と
行
政
法
の
区
別
、
ひ
い
て
は
さ
ら
に
契

　
　
約
と
法
規
と
の
間
の
区
別
さ
え
も
、
動
揺
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
二
つ
の
型
の
法
が
処
々
で
不
可
分
に
滲
透
し
合
い
、
そ
の
結
果
、
私
法
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
シ
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
公
法
で
も
な
い
全
く
新
し
い
第
三
の
型
に
属
す
る
法
の
新
領
域
、
す
な
わ
ち
、
経
済
法
と
労
働
法
が
生
じ
た
。
」
（
同
書
＝
一
八
頁
）
。
「
経
済
法
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
　
ヘ
　
　
　
ツ

　
　
経
済
上
の
諸
関
係
を
国
民
経
済
の
生
産
性
と
い
う
見
地
か
ら
見
る
の
に
対
し
、
労
働
法
は
そ
れ
を
経
済
上
の
弱
者
の
経
済
上
の
強
者
か
ら
の
保
護

　
　
と
い
う
見
地
か
ら
眺
め
る
。
前
者
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
企
業
家
の
立
場
に
か
ら
き
、
後
老
は
主
と
し
て
労
働
者
の
利
益
を
志
向
す
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ゆ
え
に
、
経
済
法
の
考
え
方
と
労
働
法
の
考
え
方
と
は
ー
ち
ょ
う
ど
そ
れ
を
具
現
す
る
官
庁
た
る
経
済
省
と
労
働
省
と
の
よ
う
に
ー
し
ば
し

　
　
ぽ
現
実
に
ま
た
は
表
見
的
に
対
立
す
る
（
た
と
え
ば
共
同
決
定
法
の
問
題
）
（
同
書
二
二
四
頁
）
。

（
7
）
　
石
黒
・
前
掲
、
二
二
七
頁
、
二
三
一
頁
、
二
三
六
頁
、
二
三
八
頁
。

（
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
和
田
『
行
政
法
講
義
』
下
・
一
入
頁
以
下
。

（
9
）
　
石
黒
・
前
掲
、
二
九
二
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
松
岡
・
前
掲
「
労
働
行
政
と
そ
の
基
構
」
四
六
九
頁
以
下
。

三
　
労
働
行
政
組
織
と
労
働
委
員
会

労
働
行
政
組
織
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
労
働
行
政
を
ひ
ろ
く
そ
の
所
掌
事
務
と
し
て
相
当
す
る
行
政
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
に



行
政
法
の
体
系
を
念
頭
に
お
け
ぽ
、
労
働
行
政
作
用
に
対
応
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
か
よ
う
な
労
働
行
政
の
特
色
と
そ
の
中

に
お
け
る
労
働
委
員
会
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
労
働
委
員
会
を
含
め
て
の
戦
後
の
行
政
機
構
改
革
と
行
政
委
員
会
制
度
一
般
に
つ
い
て
、

検
討
す
る
。
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一
　
戦
後
に
お
け
る
労
働
行
政
組
織
の
特
色

　
ω
松
岡
教
授
は
、
「
戦
後
の
労
働
行
政
組
織
は
、
労
働
者
の
解
放
、
労
働
者
の
権
利
の
保
障
と
い
う
見
地
か
ら
、
一
般
の
行
政
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
ら
び
に
従
来
の
労
働
行
政
組
織
と
比
べ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
次
の
三
を
指
摘
す
る
。

　
そ
の
一
は
、
独
立
化
の
形
態
で
あ
る
。
と
く
に
中
央
レ
ベ
ル
で
の
労
働
省
の
設
置
に
み
る
よ
う
に
、
労
働
行
政
を
か
つ
て
の
警
察
な
い

し
産
業
行
政
の
従
属
か
ら
解
放
し
、
独
立
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
へ

　
そ
の
二
は
、
分
裂
化
の
形
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
地
方
労
働
行
政
に
お
い
て
著
し
い
（
た
と
え
ぽ
、
地
方
労
働
基
準
行
政

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

組
織
、
地
方
職
業
安
定
行
政
組
織
は
知
事
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
に
対
し
、
労
働
事
務
所
系
統
の
労
働
部
は
、
知
事
の
下
に
あ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
の
三
は
、
民
主
化
の
形
態
で
あ
る
。
「
労
働
行
政
組
織
そ
の
も
の
の
民
主
化
の
形
態
と
し
て
特
筆
す
ぺ
き
も
の
は
、
委
員
会
制
度
で

あ
る
。
」

　
②
　
戦
後
労
働
行
政
組
織
の
特
色
で
あ
る
右
の
独
立
化
・
分
裂
化
・
民
主
化
の
三
点
の
う
ち
、
本
稿
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
さ
ら
に
立
ち

入
っ
た
検
討
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
第
三
の
委
員
会
制
度
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
松

岡
教
授
の
所
説
を
聴
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
労
働
行
政
組
織
に
お
け
る
委
員
会
の
特
色
は
、
松
岡
教
授
に
よ
れ
ぽ
、
次
の
四
点
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
そ
れ
は
、
戦
後
の
行
政
組
織
に
採
用
さ
れ
た
委
員
会
制
度
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
政
府
提
出
の
法
律
案
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（
3
）

を
作
成
す
る
場
合
に
、
学
識
者
が
原
案
を
作
成
す
る
習
慣
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
は
労
組
法
、
労
調
法
、
労
基
法
の
三
大
労
働

立
法
の
原
案
作
成
に
あ
た
っ
た
労
務
法
制
審
議
会
が
そ
の
先
駆
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
現
在
法
制
化
さ
れ
て
い
る
公
聴
会
制
度
（
国

会
法
五
一
条
、
労
基
法
一
＝
二
条
等
）
が
、
最
初
に
採
用
さ
れ
た
の
は
労
調
法
の
原
案
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
現
在
、
国
家
行
政
組
織
法

で
は
、
委
員
会
を
国
の
機
関
と
し
（
三
条
）
、
な
お
、
ま
た
諮
問
的
ま
た
は
調
査
的
な
も
の
を
審
議
会
ま
た
は
協
議
会
と
し
て
国
の
行
政
機

関
に
附
属
す
る
も
の
と
し
て
法
制
化
し
た
が
（
八
条
）
、
労
働
委
員
会
や
失
業
対
策
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
の
委
員
会
ま
た
は
審
議
会
の

先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
労
働
行
政
組
織
の
各
系
統
の
も
の
、
す
な
わ
ち
中
央
・
地
方
共
通
の
も
の
、
中
央
だ
け
の
も
の
、
地
方
だ
け
の
も
の
を
含
め

て
、
ほ
と
ん
ど
全
部
に
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
種
類
・
数
に
お
い
て
、
他
の
一
般
行
政
組
織
に
お
け
る
も
の
と
比
べ
て
多
数

に
上
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
第
三
に
、
そ
の
構
成
は
（
失
業
対
策
委
員
会
等
の
一
部
の
も
の
を
除
き
）
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
労
・
資
・
公
益
の
代
表
よ
り
な
る
三

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

者
構
成
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
問
題
が
労
資
双
方
に
直
接
利
害
関
係
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

右
の
三
者
構
成
の
手
続
過
程
は
、
委
員
会
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
る
。

　
第
四
は
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
決
定
的
権
限
を
も
つ
委
員
会
は
戦
後
の
一
つ
の
傾
向
だ
が
、
労
働
関
係
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
労
組

法
・
労
調
法
の
施
行
に
関
す
る
実
質
的
、
決
定
的
権
限
を
も
つ
機
関
は
、
労
働
委
員
会
だ
け
で
、
そ
の
後
に
作
ら
れ
た
労
働
基
準
や
職
業

安
定
の
審
議
会
は
、
す
べ
て
諮
問
機
関
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
右
の
よ
う
な
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
の
松
岡
教
授
の
要
約
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
要
す
る
に
、
わ
が
労
働
行
政
組

織
に
お
け
る
委
員
会
は
、
そ
の
生
い
立
ち
か
ら
み
て
、
従
来
の
独
善
的
な
官
庁
組
織
に
対
す
る
強
い
反
抗
と
い
う
歴
史
的
事
情
の
下
に
生

れ
、
労
・
使
・
公
益
よ
り
な
る
三
者
構
成
の
形
を
一
応
と
っ
て
い
る
が
、
労
働
委
員
会
な
ど
の
一
部
を
除
き
、
殆
ど
す
べ
て
が
そ
の
代
表
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の
委
嘱
を
官
庁
の
自
由
裁
量
に
委
ね
、
し
か
も
諮
問
機
関
に
と
ど
め
て
い
る
」
。

　
③
　
松
岡
教
授
の
、
戦
後
に
お
け
る
労
働
行
政
組
織
の
民
主
化
と
労
働
委
員
会
に
関
す
る
右
の
所
説
は
明
快
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
行
政

法
、
と
く
に
行
政
組
織
法
に
関
連
す
る
理
論
的
研
究
と
実
務
的
体
験
の
み
ご
と
な
集
約
が
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
私
は
、

行
政
法
の
立
場
か
ら
多
少
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
み
た
い
。

　
第
一
は
、
そ
の
独
立
化
の
特
色
に
つ
い
て
で
あ
る
。
松
岡
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
労
働
省
の
設
置
は
、
戦
後
に
属
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
は
戦
前
の
内
務
省
の
統
轄
下
に
お
か
れ
た
警
察
な
い
し
産
業
行
政
の
従
属
か
ら
の
解
放
・
独
立
を
意
味
し
て
い
た
。
旧
内
務
省
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

時
期
に
よ
り
多
少
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
地
方
・
警
保
・
土
木
・
衛
生
そ
し
て
社
会
等
の
各
局
か
ら
な
り
、
労
働
省
は
、
右
の
系
列
で

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ヘ
　
へ

い
え
ぽ
、
旧
内
務
省
社
会
局
の
後
身
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
政
組
織
の
変
遷
は
、
一
般
的
・
類
型
的
に
い
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
て
　
　
　
シ
　
　
　
へ

行
政
組
織
論
に
お
け
る
戦
前
の
権
力
統
合
型
か
ら
の
、
戦
後
の
権
力
分
散
型
へ
の
移
行
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
戦
後
の
行

政
機
構
改
革
は
、
行
政
機
能
の
多
様
化
・
民
主
化
の
要
請
に
即
応
し
て
行
わ
れ
、
労
働
省
の
創
設
．
独
立
は
ま
さ
に
そ
の
一
つ
の
所
産
な

の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
そ
の
分
裂
化
の
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
に
行
政
組
織
の
所
管
・
権
限
．
職
務
は
、
大
臣
の
指
揮
監
督
の
下
に
一
元
的

に
系
統
化
さ
れ
る
の
だ
が
（
た
だ
し
、
労
働
基
準
局
長
と
職
業
安
定
局
長
は
、
一
定
の
限
度
で
特
殊
な
権
限
を
独
立
に
行
使
で
き
る
）
、
地

方
労
働
行
政
組
織
に
お
い
て
は
、
と
く
に
地
方
自
治
法
と
の
関
係
で
「
分
裂
化
の
程
度
」
が
著
し
い
こ
と
は
、
松
岡
教
授
の
指
摘
す
る
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
て

く
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、
都
道
府
県
に
置
か
れ
て
い
る
国
家
公
務
員
の
身
分
を
も
つ
地
方
事
務
官
（
地
方
自
治
法
施
行
規
程
六

九
条
）
で
あ
る
公
共
職
業
安
定
所
職
員
に
み
ら
れ
る
し
、
こ
れ
は
機
関
委
任
事
務
の
場
合
と
は
異
な
る
。
な
お
、
労
働
省
労
働
基
準
監
督

局
の
系
統
下
に
あ
る
労
働
基
準
監
督
官
は
、
都
道
府
県
か
ら
全
く
独
立
し
た
地
方
支
分
部
局
（
地
方
出
先
機
関
、
国
家
行
政
組
織
法
九
条
）

の
職
員
で
あ
る
。
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第
三
は
、
そ
の
民
主
化
の
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

に
か
か
る
も
の
な
の
で
、
次
に
項
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

労
働
委
員
会
を
含
め
て
の
行
政
委
員
会
制
度
の
根
幹

叢論律法

　
二
　
戦
後
行
政
機
構
改
革
と
行
政
委
員
会

　
前
述
の
よ
う
に
、
松
岡
教
授
は
、
労
働
行
政
組
織
に
お
け
る
委
員
会
の
特
色
を
、
そ
の
民
主
化
の
形
態
と
し
て
、
述
べ
て
い
る
が
、
石

　
　
（
5
）

黒
氏
も
「
労
働
行
政
組
織
に
お
け
る
著
し
い
特
徴
は
、
合
議
制
行
政
機
関
の
活
用
で
あ
る
」
と
し
、
「
合
議
制
行
政
機
関
の
活
用
は
、
戦
後

に
お
け
る
行
政
組
織
の
、
戦
前
の
そ
れ
に
対
す
る
著
し
い
特
色
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
特
に
労
働
行
政
組
織
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら

れ
る
」
と
述
べ
る
。
私
も
ま
た
、
右
の
松
岡
1
1
石
黒
所
説
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
労
働
委
員
会
、
と
く
に
地
方
労
働
委

員
会
の
問
題
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
そ
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
戦
後
に
お
け
る
行
政
機
構
改
革
の
一
環
と
し
て
の
、
行
政
委
員
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

登
場
と
そ
の
後
の
足
跡
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
ω
　
行
政
委
員
会
が
、
戦
後
の
わ
が
国
の
行
政
機
構
の
体
系
の
中
に
、
い
わ
ぽ
ニ
ュ
ー
フ
ェ
ー
ス
と
し
て
登
場
し
た
の
は
、
す
ぐ
れ
て

ア
メ
リ
カ
の
占
領
管
理
政
策
と
い
う
外
在
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
負
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
こ
に
は
、
同
時
に
日

本
自
体
の
内
在
的
要
因
と
し
て
、
明
治
憲
法
下
の
強
固
な
官
僚
的
行
政
機
構
の
伝
統
を
打
破
し
、
新
し
い
戦
後
日
本
の
行
政
機
構
の
あ
り

方
を
め
ざ
す
清
新
な
行
政
民
主
化
の
意
図
を
包
蔵
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
官
僚
制
の
打
破
と
政
党
か
ら

の
中
立
性
の
確
保
を
、
中
央
政
府
・
地
方
公
共
団
体
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
わ
た
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
多
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

少
か
れ
、
一
般
の
行
政
執
行
的
機
能
（
え
日
ぎ
｛
ω
茸
o
江
く
o
合
馨
江
o
ロ
）
の
ほ
か
に
、
一
定
の
範
囲
、
限
度
で
の
立
法
的
機
能
と
司
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ

機
能
ー
し
ば
し
ば
準
立
法
的
機
能
（
ρ
毒
ω
一
・
8
σ
q
一
ω
一
曽
オ
o
昔
ロ
。
江
o
ロ
）
と
準
司
法
的
機
能
（
ρ
已
器
ご
昆
｛
。
巴
合
目
o
江
o
ロ
）
と
呼
ぽ
れ

る
ー
を
も
そ
の
特
徴
と
し
て
併
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
し
か
も
長
（
大
臣
、
知
事
、
市
長
村
長
）
か
ら
職
権
行
使
上
の
独
立
を
保
障
さ
れ
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た
合
議
制
行
政
機
関
（
ア
メ
リ
カ
的
モ
デ
ル
で
い
え
ぽ
独
立
規
制
〔
行
政
〕
委
員
会
戸
昆
⑦
づ
①
ロ
匹
o
暮
器
σ
q
巳
曽
自
∨
ひ
0
2
昔
o
叶
。
o
日

目
冨
。
。
｛
o
ロ
。
。
に
相
当
す
る
）
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
創
設
時
に
お
け
る
、
そ
の
よ
う
な
行
政
委
員
会
制
度
の
発
想
は
、
そ
の
後
四
半
世
紀
の
経
過
の
な
か
で
、

次
第
に
色
あ
せ
、
む
し
ろ
衰
退
へ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
次
の
三
点
に
要
約
で
き
よ
う
。
そ
の
一
は
、

昭
和
二
六
年
の
政
令
諮
問
委
員
会
の
答
申
に
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
委
員
会
が
戦
後
の
占
領
下
の
移
入
法
制
の
所
産

た
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
行
政
委
員
会
自
体
に
内
在
す
る
機
構
・
運
営
上
の
欠
陥
や
自
主
的
な
努
力
の
不
足
に
基

づ
く
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
組
織
・
機
構
の
画
一
化
・
彪
大
化
、
適
任
者
の
不
足
、
事
務
局
主
導
の
運
営
化
、
行
政
責
任
の
不
明

確
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
三
は
、
行
政
委
員
会
制
度
に
対
す
る
政
党
の
無
理
解
と
行
政
官
僚
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
両

者
か
ら
の
狭
撃
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
②
　
し
か
し
、
「
い
ま
や
そ
の
機
能
と
そ
の
再
組
織
の
再
評
価
が
必
要
と
さ
れ
る
段
階
に
到
達
し
て
き
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
一
方
で
、

現
代
行
政
の
多
量
化
・
複
雑
化
の
、
日
本
を
含
め
て
の
世
界
的
傾
向
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
行
政
の
専
門
化
・
民
主
化
へ
の
要
請
、
他
方

で
、
ま
す
ま
す
強
ま
り
ゆ
く
現
代
日
本
の
政
治
の
肥
大
化
と
そ
の
行
政
へ
の
重
圧
や
癒
着
化
の
風
潮
を
見
る
と
き
に
、
新
し
い
反
省
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
べ
き
指
標
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
必
要
な
こ
と
は
、
行
政
委
員
会
一
般
へ
の
抽
象
的
な
、
十
把
一
か
ら
げ
的
な
批
判
や
非
難

で
は
な
く
、
個
々
の
具
体
的
な
、
実
証
的
な
検
証
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、
行
政
委
員
会
の
機
構
・
運
営
を
め
ぐ
る
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト

の
指
摘
と
克
服
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
人
事
院
、
公
正
取
引
委
員
会
、
労
働
委
員
会
、
あ
る
い
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
、
教
育
委
員

会
、
人
事
委
員
会
の
よ
う
な
制
度
を
、
た
ん
に
「
戦
後
占
領
政
策
の
所
産
」
と
か
、
「
日
本
の
土
壌
に
な
じ
ま
ぬ
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
制
度
」

と
か
の
理
由
の
名
の
も
と
に
、
そ
の
性
急
な
廃
止
を
強
行
す
る
が
ご
と
き
は
、
事
柄
の
真
相
と
実
態
を
見
誤
っ
た
批
判
・
評
言
と
い
わ
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。



200叢論律法

　
③
　
こ
の
さ
い
、
と
く
に
、
戦
後
行
政
機
構
改
革
に
お
け
る
行
政
委
員
会
の
問
題
に
つ
い
て
、
総
体
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
次
の
二

点
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
行
政
委
員
会
に
つ
い
て
そ
の
弱
体
化
や
凋
落
ぶ
り
が
著
し
い
と
さ
れ
る
分
野
や
事
例
は
、
多
か
れ
少
か
れ
、
政
党
政
治
の
も

と
で
、
そ
の
政
治
的
中
立
性
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
経
済
的
規
制
の
領
域
に
お
い
て
事
務
処
理
の
能
率
化
が
強
調

さ
れ
る
も
の
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
九
年
の
警
察
法
改
正
に
伴
い
、
国
家
公
安
委
員

会
が
改
組
さ
れ
、
国
務
大
臣
を
も
っ
て
委
員
長
に
あ
て
る
と
し
た
こ
と
、
昭
和
三
一
年
に
、
中
央
集
権
的
な
文
教
行
政
や
教
課
書
検
定
強

化
の
方
向
の
な
か
で
、
教
育
委
員
会
法
が
廃
止
さ
れ
、
代
っ
て
、
地
方
教
育
行
政
組
織
運
営
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
に
伴

い
、
教
育
委
員
の
公
選
制
が
任
命
制
に
改
変
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
反
面
か
ら
い
え
ぽ
、
行
政
委
員
会

の
も
っ
政
治
的
中
立
性
と
い
う
本
来
の
メ
リ
ッ
ト
が
、
少
く
と
も
専
門
的
行
政
の
分
野
に
お
い
て
は
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と

い
う
、
現
代
行
政
組
織
一
般
に
内
在
す
る
基
本
原
則
の
重
要
さ
を
反
省
さ
せ
る
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
後
者
の
、
経
済
的
規

制
の
領
域
に
お
け
る
事
務
能
率
化
の
例
と
し
て
は
、
外
国
為
替
管
理
会
、
電
波
監
理
委
員
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
外
国
為
替
審
議
会
、
電
波

監
理
審
議
会
へ
と
、
諮
問
機
関
化
に
向
っ
て
改
組
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
第
二
は
、
行
政
委
員
会
の
以
上
の
よ
う
な
弱
体
化
傾
向
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
国
家
行
政
組
織
レ
ベ
ル
に
お
い
て
み
ら
れ
る
の
に
対

し
、
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
行
政
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
異
な
る
事
情
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と

え
ぽ
公
安
委
員
会
・
教
育
委
員
会
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
構
成
・
権
限
の
面
で
首
長
か
ら
の
独
立
性
が
弱
め
ら
れ
た
り
、
事

務
局
（
都
道
府
県
警
察
本
部
・
教
育
庁
）
の
相
対
的
優
位
が
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
し
か
し
総
じ
て
い
え
ば
、
行

政
委
員
会
そ
の
も
の
の
抜
本
的
改
組
や
廃
止
等
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
注
目
に
価
す
る
。
そ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
理
由

に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
お
も
う
に
、
国
の
行
政
組
織
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
憲
法
の
権
力
分
立
性
の
原
則
と
議
院
内
閣
制
に
基
礎
づ
け
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ら
れ
た
政
党
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
露
骨
に
、
強
烈
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
伝
統
的
に
強
固
な
官
僚
制
の
維
持
・
残
存
が
払
拭

さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
比
べ
て
、
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
事
情
が
み
ら
れ
な
い
ぽ
か
り
か
、

逆
に
憲
法
と
地
方
自
治
法
に
よ
っ
て
、
首
長
主
義
下
の
長
1
1
議
会
の
分
立
体
制
が
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
行
政
委
員
会
の
設
置
に
よ
る
執
行

機
関
の
多
元
主
義
は
、
住
民
自
治
を
原
点
と
す
る
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
（
憲
法
第
八
章
）
に
基
づ
く
組
織
・
運
営
に
よ
っ
て
、
定
着
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
行
政
委
員
会
の
問
題
状
況
も
、
ひ
と
た
び
国
の
強
い
政
策

と
措
置
の
如
何
に
よ
っ
て
は
ー
い
わ
ん
や
、
こ
れ
ら
の
行
政
委
員
会
自
体
の
、
機
構
・
運
営
上
の
内
部
努
力
の
不
足
が
こ
れ
に
結
び
つ

く
と
き
に
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
ー
必
ず
し
も
前
途
は
楽
観
が
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
委
員
会
の
場
合

に
も
妥
当
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
松
岡
教
授
が
、
労
働
委
員
会
の
委
員
任
命
に
お
け
る
「
官
庁
の
自
由
裁
量
」
、
「
職
権
委
嘱
の
余
地
」
、
「
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

局
が
反
動
化
し
た
場
合
に
」
に
お
け
る
「
人
事
権
を
通
し
て
労
働
委
員
会
を
支
配
で
き
る
」
可
能
性
を
、
警
告
的
に
示
唆
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
（
2
）
　
松
岡
・
前
掲
『
日
本
労
働
行
政
』
一
七
五
～
一
八
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
3
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
法
一
二
二
条
の
「
こ
の
法
律
に
基
い
て
発
す
る
命
令
は
、
そ
の
草
案
に
お
い
て
、
公
聴
会
で
労
働
老
を
代
表
す

　
　
　
る
者
、
使
用
者
を
代
表
す
る
者
及
び
公
益
を
代
表
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
こ
れ
を
制
定
す
る
」
の
規
定
は
、
民
主
的
な
行
政
立
法
手
続
の
典

　
　
　
型
的
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
和
田
『
行
政
立
法
手
続
』
（
鵜
飼
信
成
編
・
行
政
手
続
の
研
究
、
五
八
頁
）
参
照
。

　
（
4
）
　
松
岡
・
前
掲
一
八
〇
頁
。

　
（
5
）
　
石
黒
・
前
掲
二
七
四
頁
。

　
（
6
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
和
田
・
前
掲
「
行
政
委
員
会
の
準
司
法
的
機
能
」
九
五
六
頁
以
下
に
お
い
て
、
や
や
詳
細
な
検
討
を
し
た
が
、
本
稿
も
こ

　
　
　
れ
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
、
同
趣
旨
の
問
題
意
識
の
下
に
、
私
は
、
行
政
委
員
会
の
う
ち
、
そ
の
代
表
的
事
例
と
し
て
、
国
レ
ベ
ル

　
　
　
の
行
政
委
員
会
と
し
て
は
公
正
取
引
委
員
会
を
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
の
行
政
委
員
会
と
し
て
は
人
事
委
員
会
を
と
り
あ
げ
た
が
（
「
行
政
委
員

　
　
　
会
の
法
的
性
格
と
運
営
・
実
態
」
明
大
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
所
収
）
、
「
労
働
行
政
と
行
政
委
員
会
」
と
題
す
る
本
稿
は
、
あ
る
意
味
で
は
、

　
　
　
そ
の
続
篇
で
も
あ
る
。
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（
7
）
↓
冨
知
。
8
。
（
Z
8
・
●
合
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弓
『
ま
§
駐
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昏
Φ

　
掲
「
準
司
法
的
行
政
機
関
の
研
究
」
巻
末
資
料
二
参
照
。

（
8
）
　
松
岡
・
前
掲
『
日
本
労
働
行
政
』
一
八
三
頁
。

問
゜
巴
巳
｛
8
°
S
O
け
o
巳
。
潮
図
。
o
。
詳
ω
昌
日
津
［
。
臼
冨
O
□
己
訂
r
討
冨
p
　
前

四
　
地
方
労
働
委
員
会
と
そ
の
問
題
点

叢論律
一一 @

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
松
岡
教
授
は
、
労
働
行
政
組
織
に
お
け
る
合
議
制
行
政
機
関
と
し
て
の
労
働
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
1
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
具
体
的
実
態
の
評
価
は
と
も
あ
れ
ー
「
民
主
化
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
も
の
」
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
私
も
ま
た
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
、
行
政
委
員
会
一
般
に
つ
い
て
検
討
し
た
前
項
で
の
所
説
に
つ
づ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
労
働
委
員
会
制
度
の
一
環

と
し
て
の
地
方
労
働
委
員
会
に
つ
い
て
、
そ
の
位
置
づ
け
と
役
割
を
述
べ
、
次
い
で
東
京
都
労
働
委
員
会
を
中
心
に
若
干
の
実
証
的
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
一
　
労
働
委
員
会
制
度
に
お
け
る
地
方
労
働
委
員
会
の
位
置
づ
け
と
役
割

　
労
働
委
員
会
の
設
置
は
、
す
で
に
早
く
昭
和
二
〇
年
法
律
第
五
一
号
労
働
組
合
法
（
旧
労
組
法
）
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
こ
で
は
、
中

央
労
働
委
員
会
・
地
方
労
働
委
員
会
の
ほ
か
、
「
特
別
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
一
定
ノ
地
区
又
ハ
事
項
二
付
特
別
労
働
委
員
会
ヲ
設
ケ
ル
コ

ト
ヲ
得
」
と
定
め
て
い
た
（
旧
労
組
法
二
六
条
三
項
）
。
右
の
「
特
別
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
」
に
つ
い
て
は
、
船
員
中
央
労
働
委
員
会
（
船
員

中
央
委
）
、
船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
船
員
地
労
委
）
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
や
や
遅
れ
て
昭
和
三
一
年
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
の
改

正
に
よ
っ
て
公
共
企
業
体
労
働
委
員
会
（
公
労
委
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
わ
た
る
検
討
は
、
本
稿
の
目
的
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で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
、
労
働
委
員
会
の
う
ち
、
と
く
に
地
方
労
働
委
員
会
を
中
心
に
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
て
お
く
に

　
　
　
（
3
）

と
ど
め
る
。

　
ω
　
第
一
は
、
労
働
委
員
会
の
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
労
働
委
員
会
が
行
政
機
関
で
あ
る
こ
と
は
、
国
家
行
政
組
織
法
三
条
一
項
お
よ
び
同
法
別
表
第
一
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
て
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
た
だ
、
中
央
委
は
「
労
働
大
臣
の
所
轄
と
す
る
」
（
労
組
法
一
九
条
五
項
）
と
規
定
し
な
が
ら
、
地
労
委
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
都

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

道
府
県
が
設
け
る
も
の
と
す
る
」
（
同
条
二
〇
項
）
と
規
定
し
両
者
の
間
に
規
定
の
文
言
を
異
に
し
て
い
る
の
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自

主
性
を
尊
重
し
、
地
方
自
治
法
と
の
法
制
的
な
整
合
性
を
考
慮
し
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
法
は
「
執
行
機
関
と
し

て
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
委
員
会
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
こ
に
は
地
労
委

が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
（
同
法
一
八
〇
条
の
五
第
二
項
）
、
こ
れ
を
う
け
て
、
労
組
法
施
行
令
で
は
「
地
方
労
働
委
員
会
は
都
道
府
の
機
関

と
し
て
都
道
府
県
ご
と
に
置
か
れ
る
」
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
な
お
、
行
政
機
関
と
し
て
の
労
働
委
員
会
の
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
と
し
て
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

目
さ
れ
る
の
は
、
他
の
、
た
と
え
ば
人
事
院
・
人
事
委
員
会
と
同
様
に
、
合
議
制
の
、
か
つ
、
準
司
法
的
権
限
を
も
ち
、
し
か
も
、
任
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

権
者
か
ら
の
指
揮
命
令
を
受
け
な
い
と
こ
ろ
の
、
職
権
の
独
立
性
を
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
②
　
第
二
に
、
労
働
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
労
働
委
員
会
は
、
つ
ね
に
、
公
益
を
代
表
す
る
者
（
公
益
委
員
）
、
使
用
者
を
代
表
す
る
者
（
使
用
者
委
員
）
、
労
働
者
を
代
表
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
労
働
者
委
員
）
の
、
各
同
数
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
三
者
構
成
で
あ
る
（
労
組
法
一
九
条
一
項
）
。
こ
の
う
ち
、
中
労
委
は
各
側
九
人
で
あ

る
が
、
地
労
委
は
、
地
域
に
よ
る
そ
の
職
務
負
担
分
量
の
増
寡
に
依
り
、
そ
の
構
成
員
数
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
東
京
都
は
各
側
二
二

人
、
大
阪
府
は
各
側
＝
人
で
あ
り
、
そ
の
他
の
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
＝
人
か
ら
五
名
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
委
員
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ち
、
使
用
者
委
員
は
使
用
者
団
体
の
、
労
働
者
委
員
は
労
働
組
合
の
推
薦
に
基
づ
き
、
ま
た
、
公
益
委
員
は
使
用
者
委
員
、
労
働
者
委
員
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、
　
、
　
、
　
　
　
（
5
）

の
同
意
を
得
て
、
労
働
大
臣
、
知
事
が
任
命
す
る
（
労
組
法
一
九
条
七
項
）
。
右
の
ほ
か
、
中
労
委
・
地
労
委
に
は
、
労
働
争
議
の
調
停
・

仲
裁
に
参
与
さ
せ
る
た
め
特
別
調
整
委
員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
（
労
調
法
八
条
の
二
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
例
は
、
一
般
に
少

な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
委
員
の
構
成
に
関
連
し
て
、
委
員
の
選
任
資
格
と
任
命
手
続
に
つ
い
て
も
重
要
な
問
題
点
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
お

こ
う
。
ま
ず
、
委
員
の
う
ち
、
公
益
委
員
の
選
任
資
格
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
の
三
人
以
上
が
同
一
の
政
党
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
他
の
、
た
と
え
ぽ
人
事
院
・
人
事
委
員
会
な
ど
の
若
干
の
行
政
委
員
会
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
こ

と
だ
が
、
か
よ
う
な
政
党
所
属
の
排
除
な
い
し
政
治
的
中
立
性
の
保
持
は
、
労
働
委
員
会
と
そ
の
職
権
行
使
の
独
立
性
・
公
平
性
を
担
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

す
る
上
に
不
可
欠
な
要
件
と
い
え
よ
う
（
労
組
法
一
九
条
八
項
、
九
項
、
労
組
法
施
命
令
二
二
条
）
。
た
だ
、
現
実
問
題
と
し
て
は
、
こ
れ

ら
の
要
件
の
該
当
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
少
く
と
も
表
面
上
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
委
員
の
任
期
は
、
二

年
で
あ
る
が
、
再
任
は
妨
げ
な
い
（
労
組
法
一
九
条
一
一
項
・
一
二
項
）
か
ら
、
な
か
に
は
、
在
任
期
間
が
延
べ
五
期
二
〇
年
以
上
の
委

員
も
稀
れ
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
③
　
第
三
に
、
労
働
委
員
会
の
権
限
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
労
働
委
員
会
の
権
限
と
し
て
は
、
労
働
争
議
の
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、
お
よ
び
仲
裁
を
行
な
い
（
労
組
法
二
〇
条
）
、
労
使
関
係
の

公
正
な
調
整
を
図
り
、
労
働
争
議
を
予
防
し
ま
た
は
解
決
し
て
産
業
の
平
和
を
維
持
し
、
も
っ
て
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
使
命
を
も
つ

と
と
も
に
（
労
調
法
一
条
）
、
不
当
労
働
行
為
の
審
査
を
行
な
い
、
救
済
命
令
を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
（
労
組
法
二
〇
条
、
二
七
条
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
委
員
会
の
権
限
は
、
一
般
に
前
段
の
労
働
争
議
の
調
整
と
、
後
段
の
不
当
労
働
行
為
の
審
査
に
、
大
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
理
論
的
に
い
え
ば
、
労
使
紛
争
の
調
整
と
不
当
労
働
行
為
の
審
査
と
は
、
法
的
性
格
と
し
て
は
別
個
の
権
限
な

の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
前
者
は
一
般
の
行
政
的
機
能
（
a
日
す
活
茸
9
守
Φ
皆
ロ
o
亘
o
目
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
準
司
法
的
機
能
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（
7
）

（
宕
呂
・
］
昆
｛
。
芭
『
巨
。
江
o
ロ
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
説
明
と
し
て
、
塚
本
重
頼
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
わ
が
国
で
は
、
こ

の
よ
う
な
機
能
上
の
差
を
認
め
な
が
ら
も
、
な
お
実
務
上
し
ぼ
し
ば
同
一
の
労
使
紛
争
に
つ
い
て
審
査
・
調
整
の
機
能
を
行
使
す
る
必
要

の
少
な
く
な
い
こ
と
を
配
慮
し
て
一
つ
の
機
関
に
両
者
の
権
限
を
あ
わ
せ
与
え
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
能
率
的
で
あ
る
と
解
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ツ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
」
。
一
般
的
・
理
論
的
に
は
、
行
政
委
員
会
に
お
け
る
こ
う
し
た
二
つ
の
機
能
の
結
合
（
O
O
H
ロ
ゲ
｛
づ
◎
［
｛
O
⇒
　
O
S
　
｛
已
口
O
［
一
〇
P
む
o
）
に
は
問
題

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
労
働
委
員
会
の
任
務
・
性
格
か
ら
す
れ
ぽ
、
そ
の
方
が
実
際
上
は
合
理
的
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
委

員
に
つ
い
て
も
法
律
家
で
な
い
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
、
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

　
次
に
、
右
の
調
整
的
権
限
と
審
査
的
権
限
の
行
使
に
か
か
わ
っ
て
、
労
働
委
員
会
に
は
、
次
の
よ
う
な
、
強
制
権
限
が
あ
る
こ
と
に
言

及
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
労
組
法
二
二
条
に
は
「
労
働
委
員
会
は
、
そ
の
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使

用
者
又
は
そ
の
団
体
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
、
出
頭
、
報
告
の
提
出
若
し
く
は
必
要
な
帳
簿
書
類
の
提
出
を
求
め
、
又

は
委
員
若
し
く
は
職
員
に
関
係
工
場
・
事
業
場
に
臨
検
し
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
あ
る
。
右
の
強
制
権
限
の
発
動
に
つ
い
て
は
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
審
査
の
場
合
の
ほ
か
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
き
わ
め
て
慎

重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
（
労
組
法
三
〇
条
参
照
）
。

　
な
お
、
労
働
委
員
会
の
う
ち
、
特
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
中
労
委
の
規
則
制
定
権
、
い
わ
ゆ
る
準
立
法
的
権
限
（
ρ
5
ω
一
・

一
⑦
σ
q
芭
讐
］
＜
。
旨
ロ
。
氏
○
ロ
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
中
央
委
は
、
「
そ
の
行
う
手
続
」
お
よ
び
地
労
委
が
「
行
う
手
続
に
関
す
る
規
則
を
制
定

し
、
公
布
す
る
権
限
を
有
す
る
」
（
労
組
法
二
六
条
）
。
こ
れ
に
基
い
て
中
労
委
は
、
「
労
働
委
員
会
の
権
限
職
務
を
迅
速
か
つ
公
正
に
遂
行

で
き
る
よ
う
、
法
の
運
用
に
あ
た
っ
て
と
る
べ
き
諸
手
続
を
」
労
働
委
員
会
に
お
い
て
定
め
る
（
労
委
規
則
一
条
）
。
行
政
立
法
の
一
般
論

か
ら
す
れ
ぽ
、
二
〇
世
紀
中
葉
以
降
の
社
会
福
祉
国
家
に
お
け
る
行
政
内
容
の
多
量
化
・
複
雄
化
・
専
門
化
が
「
行
政
権
に
委
任
さ
れ
た

立
法
」
（
エ
匹
。
σ
q
9
江
一
Φ
σ
q
一
ω
冨
江
o
昌
）
あ
る
い
は
「
行
政
の
方
法
に
お
け
る
法
定
立
」
（
図
o
。
宮
ω
ω
o
言
巨
σ
q
］
目
く
Φ
司
①
＃
已
ロ
σ
q
ω
綱
⑦
σ
q
o
）
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を
必
然
な
ら
し
め
、
法
の
大
綱
の
み
を
定
め
る
い
わ
ゆ
る
骨
組
立
法
（
・
。
犀
o
＃
o
ロ
甘
σ
q
芭
o
江
o
ロ
）
の
出
現
を
不
可
避
な
ら
し
め
た
が
、
そ

の
よ
う
な
事
情
は
、
労
組
法
、
労
調
法
等
に
お
い
て
大
綱
の
み
を
定
め
る
に
と
ど
め
、
そ
の
詳
細
の
定
め
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
中
労
委
に

委
ね
た
こ
と
に
も
、
同
様
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
最
後
に
第
四
と
し
て
、
地
労
委
と
中
央
委
お
よ
び
裁
判
所
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
簡
単
に
問
題
点
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　
θ
　
中
労
委
は
国
の
、
地
労
委
は
都
道
府
県
の
行
政
機
関
で
あ
る
が
、
中
央
委
は
二
以
上
の
都
道
府
県
に
ま
た
が
る
事
件
ま
た
は
全
国

的
に
重
要
な
事
件
に
か
か
る
事
件
の
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、
仲
裁
お
よ
び
処
分
に
つ
い
て
「
優
先
し
て
」
管
轄
し
（
優
先
管
轄
）
（
労
組
法
二

五
条
）
、
ま
た
、
地
労
委
に
対
し
て
一
般
的
指
示
権
を
有
し
、
勧
告
を
求
め
ま
た
は
助
言
を
す
る
権
限
を
も
つ
（
昭
和
二
四
政
二
三
一
、
労

組
法
施
行
令
一
八
・
一
九
）
。
な
お
中
労
委
と
地
労
委
の
争
訟
手
続
上
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
労
委
に
お
け
る
再
審
査

に
つ
い
て
は
、
中
労
委
は
地
労
委
が
不
当
労
働
行
為
申
立
事
件
に
つ
い
て
発
し
た
命
令
を
「
取
り
消
し
、
承
認
し
、
若
し
く
は
変
更
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

完
全
な
権
限
を
も
っ
て
再
審
査
し
、
又
は
そ
の
処
分
に
対
す
る
再
調
査
の
申
立
を
却
下
」
す
る
こ
と
が
で
き
（
労
組
法
二
五
条
二
号
）
、

こ
の
限
り
で
中
労
委
は
地
労
委
の
「
上
級
審
」
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
右
の
再
審
査
の
手
続
は
「
い
ず
れ
か
一
方
の
申
立
に
基
く
」
場
合
と

「
職
権
で
行
う
も
の
」
と
あ
る
が
、
地
労
委
が
し
た
処
分
た
る
初
審
命
令
に
対
し
て
は
行
服
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
は
で
き
な
い

（
労
組
法
二
七
条
の
三
）
。
け
だ
し
、
「
簡
易
迅
速
な
手
続
に
よ
る
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
」
（
行
服
法
一
条
）
を
目
的
と
す
る
行
服
法
よ

り
も
、
労
組
法
に
基
く
中
労
委
の
再
審
査
手
続
の
方
が
、
事
柄
の
専
門
的
性
質
に
か
ん
が
み
、
一
層
慎
重
な
規
定
を
設
け
て
い
る
た
め
、

行
服
法
の
適
用
除
外
が
妥
当
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
㈲
　
労
働
委
員
会
と
裁
判
所
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
問
題
が
あ
る
。
労
働
者
が
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
（
労
組
法
七
条
）
に

よ
っ
て
自
己
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
何
人
も
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
（
憲
法
三
二
条
）
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
　
一
般
に
、
使
用
者

を
相
手
ど
っ
て
、
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
（
本
訴
と
仮
処
分
）
を
提
起
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
他
方
で
、
労
働
組
合
か
ら
団
交
拒
否
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や
支
配
介
入
等
の
不
当
労
働
行
為
（
同
法
七
条
二
項
・
三
項
）
に
つ
い
て
、
仮
処
分
を
申
請
す
る
例
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
労

働
委
員
会
側
と
裁
判
所
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
・
独
立
な
機
関
と
し
て
別
異
の
判
断
（
命
令
・
決
定
・
判
決
）
を
下
し
た
と
す
れ
ぽ
、
そ

の
調
整
な
い
し
解
決
は
い
か
に
す
べ
き
か
。
考
え
ら
れ
う
る
第
一
の
方
途
は
、
D
不
当
労
働
行
為
救
済
事
件
を
労
働
委
員
の
専
属
管
轄
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

し
て
こ
れ
に
ま
か
せ
る
こ
と
　
㈹
労
働
裁
判
所
（
も
し
く
は
専
門
的
な
労
働
（
行
政
）
審
判
所
ま
げ
き
巴
の
如
き
も
の
）
を
設
置
す
る
こ

と
　
垣
少
く
と
も
事
件
の
処
理
を
労
働
委
員
会
で
先
議
す
る
よ
う
改
め
る
こ
と
等
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
救
済
命
令
の
取
消
訴

　
　
G

訟
手
続
と
裁
判
管
轄
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
に
対
し
て
は
、
労
使
い
ず
れ
の
側
か
ら
も
裁
判
所

に
訴
訟
を
提
起
し
て
取
消
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
（
労
組
法
二
七
条
六
項
・
七
項
・
一
一
項
）
、
そ
の
第
一
審
は
地
裁
の
管
轄
に
属

す
る
。
そ
の
後
の
上
訴
手
続
と
し
て
は
、
一
般
の
民
事
事
件
と
同
様
に
三
審
制
を
と
っ
て
お
り
、
高
裁
へ
の
控
訴
、
最
高
裁
へ
の
上
告
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

許
さ
れ
る
か
ら
、
本
来
の
労
働
委
員
会
系
統
下
の
、
地
労
委
・
中
労
委
の
二
段
階
を
そ
れ
に
加
え
る
と
、
い
わ
ぽ
五
審
制
と
な
り
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
よ
っ
て
事
件
の
終
局
的
解
決
が
著
し
く
遅
滞
す
る
こ
と
だ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
立
法
論
と
し
て
は
、
た
と
え
ぽ
公
正
取
引
委

員
会
の
審
決
の
取
消
し
（
東
京
高
裁
の
専
属
管
轄
）
、
選
挙
管
理
委
員
会
関
係
の
訴
訟
（
選
管
所
在
地
を
管
轄
す
る
高
裁
へ
の
訴
え
の
提

起
）
と
の
比
較
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
せ
め
て
中
労
委
の
命
令
に
対
す
る
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
は
東
京
高
裁
を
第
一
審
と
す
る
よ
う
な
改
正

論
は
、
そ
こ
に
労
働
委
員
会
の
委
員
の
資
格
要
件
と
も
か
ら
む
微
妙
な
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
検
討
に
価
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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二
　
東
京
都
労
働
委
員
会
と
若
干
の
問
題

　
右
の
地
労
委
の
一
般
的
な
問
題
は
、
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
（
都
労
委
）
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
あ
て
は
ま
る
。
こ
こ
で
は
、

問
題
点
を
し
ぼ
り
、
や
や
具
体
的
・
実
証
的
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　
ω
　
第
一
に
組
織
構
成
に
つ
い
て
は
、
公
・
労
・
使
そ
れ
ぞ
れ
の
側
か
ら
一
三
名
、
計
三
九
名
の
委
員
か
ら
な
る
が
、
こ
の
数
は
い
う
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一　　覧 表　（昭和21年～同58年）

格
査
資
審

9
0
4
8
3
2
4
9
4
6
8
0
5
0
1
4
9
7
1
4
7
2
4
3
5
9
9
8
3
1
2
8
1
5
5
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
1
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
7
3
（
δ
4
　
1
2
8
3
7
1
1
6
7
8
1
9
2
8
5
3
7
3
5
5
9
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
1
＝
U
9
　
1
2
1
1
　
1
1
　
　
　
　
1
　
　
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7

労
為
当
行
不
働

3
5
8
2
5
3
4
6
3
9
7
9
3
1
8
6
8
4
3
3
7
7
4
0
7
3
4
4
2
7
6
3
1
5
5
9
3
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
1
3
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
只
0
0
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
1
2
6
9
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
0
V
1
2
4
▲
1
5
9
8
6
5
4
5
6
6
4
4
6
7
6
9
2
3
3
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
〕
〕
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
1
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
〔
〔
〔

数
件
扱
取
⑧
十
㈹

情
査
実
調
ー

5
7
6
6
3
2
2
6
9
6
8
5
0
5
8
3
9
3
8
1
0
5
2
1
0
1
9
1
1
6
7
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
7
q
∨
5
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5
6
9
2
3
3
5
1
2
2
5
5
4
4
8
7
4
5
7
4
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
3
（
0
4
6
　
1
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
2
2
3
3
4
5
3
3
3
6
5
5

整
調 調

終 結

整隔薯1
（2）　15
（4）　55
（11）　146

（1）　124
（6）　93

（10）

（4）

（4）

）
）
ワ
一
2

（
（

（2）

（2）

97
67
72
74

115

132
120
133
103
98

　　　（2）　127

①（2）　99
　　　（3）　100

　　　（7）　77
　　　（6）　102

（
（
（
（

）
）
）
）

6
含
U
3
9
0

（22）

122
102
124
136
151

　　　（4）　172

　　　（2）　202

①（9）184
　　　（11）　228

②（6）163
（3）

（
（
（

）
）
）

2
ワ
匂
－

③（1）
　　　（7）

160
170
140
110
149

129
156
143

⑦（155）4，690

95
127
136
236

3
2
2
6
7
3
6
3
0
1

5
1
2
2
4
5
4
4
4
7

32
46
57
56
148

95
167
183
247
177

134
451
275
263
88

392
294
332

4，444

件 数

不当　労
働行為

団

回

団

6
7
8
1
9
6
8
0
0
7
6
4
0
8
6
6
1
3
0
4
2
0
5
5
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
6
7
7
9

　
4
7
6
4
4
3
3
4
5
3
3
5
4
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6
6
6
6

82
94
93
76
140

　　　107

　　　158

　　　113

　　　106

〔1〕109

110
96

118

匿］〔1〕2，749

資　格
審　査

　　6

77
204

174
129
56
95
111

3
6
6
3
9

5
6
7
0
＞
6

82
119
114
86

102

125
128
122
149
126

163
167
164
147
238

215
194
210
186
191

189
191
248

4，865

口内は一部分離命令で外数
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［別表］ 取 扱 件 数

格
査
資
審

9
7
1
8
9
8
8
0
6
5
8
8
8
4
3
2
9
4
6
8
1
7
1
5
5
1
4
6
3
3
5
6
9
5
9
3
　
0
9
6
1
6
9
0
5
6
7
9
7
9
4
9
9
2
5
4
3
5
3
6
5
8
0
8
2
0
5
1
8
4
0
1
　
1
1
1
1
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
　
2
2
2

労
為
当
行
不
働

2
9
。
2
㌶
5
。
認
甜
豊
器
㍗
器
6
2
m
路
。
2
C
Ω
2
。
4
曇
四
2
認
髪
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
1
1
1
1
1
　
1
1
1
1
1
　
1
1
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

数
件
付
受
新
⑧

情
査
実
調

5
7
6
6
3
2
2
6
9
4
5
3
8
5
4
7
2
1
1
1
4
2
0
6
6
5
9
7
3
3
3
6
9
2
3
3
5
1
2
2
5
4
4
4
7
3
4
3
7
2
7
3
8
0
6
6
1
0
7
2
9
4
1
0
　
1
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3

整
調

9
0
8
4
1
4
3
3
4
8
3
6
3
1
9
7
4
7
2
8
2
0
0
1
5
3
8
8
4
8
2
5
5
7
5
4
3
2
1
7
3
2
9
9
6
7
7
1
3
1
3
0
9
2
0
9
8
9
2
1
2
5
4
6
0
7
3
6
7
7
3
1
4
3
6
4
　
　
1
1
　
　
　
　
　
　
　
1
　
1
1
1
1
　
　
1
1
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
　
1
2
1
2
1
　
1
1
1
1
1
　
1
1
1
）
）
　
　
）
）
）
）
）
）
）
）
　
　
）
　
　
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
2
5
　
2
6
0
4
3
1
1
2
　
2
　
2
2
2
3
9
4
6
4
2
3
2
4
2
9
1
6
3
1
1
2
1
1
7
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
1
（
（
　
（
（
（
（
（
（
（
（
　
（
　
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
②
　
　
　
　
　
③

格
査
資
審

3
3
0
4
4
6
9
8
1
0
2
7
6
8
2
0
3
5
6
6
5
3
8
0
8
5
2
0
8
7
2
2
0
6
4
　
3
2
1
　
1
1
　
　
1
1
1
1
2
3
6
4
5
7
0
2
3
4
4
5
3
5
1
6
6
7
2
5
5
0
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5

労
為
当
行
不
働

7
8
0
1
6
7
6
6
3
2
1
5
3
3
2
0
7
1
3
9
5
7
9
5
2
1
0
1
6
7
9
5
8
9
6
9
7
　
　
2
2
1
　
　
2
2
1
1
1
1
2
2
4
6
7
7
7
9
3
3
4
5
7
2
3
8
8
0
6
9
2
3
7
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
〔

情
査
実
調

二
＝
　
＝
一
＝
　
1
2
3
2
2
4
0
4
1
6
7
2
2
8
7
1
0
4
6
6
3
8
2
9
5
8
4
6
6
2
0
2
4
8
8
9
3
4
4
6
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
1
1
　
　
　
　
2
2
2

整
調

4
9
1
1
9
6
2
3
3
6
7
3
3
1
2
2
7
4
9
5
5
3
9
4
8
9
5
9
5
0
2
7
2
9
5
0
7
　
1
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
2
1
　
1
　
1
2
3
3
3
3
3
4
4
　
）
　
　
）
）
）
）
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
1
　
　
1
　
1
1
1
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
1
　
（
　
　
（
（
（
（
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

麟
靭

計1 i 1 1 ⑦（155）・，…1 ・・681〔1〕・，・57｜
5，354

（注） O内は調停件数，○内は仲裁件数で内数， 〔〕内は審査再開件数で内数，
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ま
で
も
な
く
、
全
国
地
労
委
で
は
都
労
委
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
事
件
数
の
増
大
に
原
因
す
る
。
と
り
わ
け
、
公
益
委
員
の
過
重
負
担

は
、
現
在
の
一
三
名
を
以
て
し
て
も
、
完
全
に
は
克
服
し
え
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
公
益
委
員
の
増
員
や
そ
の
一
部
常
勤
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

（
例
外
的
措
置
と
し
て
）
が
提
言
さ
れ
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。
現
在
の
都
労
委
公
益
委
員
の
内
訳
は
、
大
学
（
法
学
）
教
授
七
名
、
弁

護
士
四
名
、
新
聞
関
係
二
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
法
曹
関
係
＝
名
は
妥
当
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
公
益
委
員
を
直
接
間
接
補
佐

す
る
事
務
局
職
員
を
合
計
五
七
名
擁
し
て
い
る
こ
と
も
、
都
労
委
の
事
件
処
理
量
の
増
大
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
②
　
第
二
に
、
都
労
委
の
活
動
状
況
と
、
そ
の
権
限
行
使
の
類
型
か
ら
み
る
と
、
㈹
労
働
争
議
の
調
整
　
⑧
不
当
労
働
行
為
の
審
査

◎
労
働
組
合
の
資
格
に
大
別
で
き
よ
う
。
そ
の
取
扱
件
数
（
昭
和
二
一
年
～
同
五
八
年
）
を
一
覧
表
で
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
り
（
別

表
）
、
こ
こ
十
数
年
来
の
取
扱
事
件
数
の
増
加
、
と
り
わ
け
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
そ
れ
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
詳
細
な
実
情
に
つ
い

て
は
本
稿
の
立
ち
入
る
限
り
で
は
な
い
が
、
し
ぼ
し
ば
指
摘
さ
れ
る
「
審
査
遅
延
の
諸
原
因
と
そ
の
克
服
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

「
有
効
な
処
方
箋
」
を
作
成
す
る
の
が
、
実
際
問
題
と
し
て
容
易
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
労
委
に
特
有
な
問
題
で
は
な

い
が
、
そ
こ
で
は
、
一
般
に
、
①
係
属
件
数
の
増
加
　
②
事
件
内
容
の
複
雑
化
　
③
労
働
委
員
会
側
の
事
情
　
④
当
事
者
側
の
事
情
等
が

「
審
査
に
長
期
間
を
要
し
て
い
る
原
因
」
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
一
朝
一
夕
に
、
あ
る
い
は
一
刀
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ
い

断
的
に
解
決
で
き
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
㈲
　
第
三
に
、
不
当
労
働
行
為
の
審
査
の
実
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
審
査
は
、
本
来
な
ら
ぽ
ー
と
く
に
事
件
数
の
少
な
い
地
労
委
に

お
い
て
は
ー
公
益
委
員
全
員
で
こ
れ
を
行
う
の
が
た
て
ま
え
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
都
労
委
の
取
扱
う
彪
大
な
事
件
数
に
対
処
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
方
式
で
は
、
事
実
上
、
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
会
長
が
公
益
委
員
の
な
か
か
ら
一
名
を
選
定
、
指
名
し

て
審
査
を
担
当
さ
せ
て
お
り
、
こ
れ
が
審
査
委
員
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
審
査
委
員
に
は
労
・
使
の
双
方
の
委
員

か
ら
参
与
委
員
と
い
う
形
式
で
加
わ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
委
員
三
人
と
こ
れ
に
審
査
事
務
を
担
当
す
る
職
員
二
人
が
指
名
さ
れ
て
加



　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ン
び
セ
ツ
ト

わ
り
、
計
五
名
が
一
組
と
な
っ
て
、
審
査
事
務
を
処
理
し
て
い
る
。
右
の
審
査
活
動
は
、
ほ
ぼ
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
㍉
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

に
始
ま
り
、
当
事
者
の
主
張
の
整
理
、
証
拠
の
整
理
、
争
点
の
整
理
の
段
階
を
経
て
、
㈹
審
問
（
証
人
尋
問
、
最
終
陳
述
）
、
つ
づ
い
て
助

公
益
委
員
に
よ
る
命
令
の
決
定
と
な
る
。
た
だ
し
、
し
ば
し
ば
命
令
の
形
で
の
解
決
よ
り
も
、
事
実
上
、
和
解
に
よ
っ
て
解
決
す
る
場
合

も
、
か
な
り
多
い
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
審
査
委
員
が
当
事
者
双
方
に
対
し
和
解
を
勧
告
し
、
双
方
の
意
見
が
一
致
す
れ
ぽ
和
解

協
定
が
締
結
さ
れ
、
事
件
が
解
決
す
る
こ
と
と
な
る
。
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（
1
）
　
松
岡
・
前
掲
『
日
本
労
働
行
政
』
一
八
〇
頁
。

（
2
）
　
東
京
都
労
働
委
員
会
の
事
例
を
素
材
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
私
が
か
つ
て
の
東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
の
当
時
か
ら
、
あ
る
程
度
、
同
委
員
会

　
　
と
は
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
何
よ
り
も
委
員
や
事
務
局
か
ら
の
資
料
提
供
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
に
よ
る
。
た
だ
、
入
手
資
料
の
取
捨
選

　
　
択
や
評
価
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
個
人
の
責
任
で
あ
る
。

（
3
）
　
以
下
に
つ
い
て
は
、
全
般
的
に
塚
本
重
頼
『
労
働
委
員
会
』
、
前
掲
・
日
法
協
編
『
準
司
法
的
行
政
機
関
の
研
究
』
所
収
、
同
「
労
働
委
員
会
」

　
　
に
ょ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
な
お
、
石
川
吉
右
衛
門
『
労
働
組
合
法
』
、
と
く
に
、
第
七
章
不
当
労
働
行
為
・
第
五
節
不
当
労
働
行
為
の
救
済
機

　
　
関
「
労
働
委
員
会
」
三
六
九
頁
～
三
七
八
頁
参
照
。

（
4
）
　
労
働
委
員
会
は
、
こ
の
コ
ニ
者
構
成
機
関
」
の
「
鼻
祖
」
で
あ
る
（
石
川
・
前
掲
、
三
七
〇
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
労
働
委
員
会

　
　
の
重
大
な
任
務
で
あ
る
労
働
争
議
の
予
防
解
決
は
、
当
事
者
の
納
得
の
上
に
の
み
可
能
」
な
の
だ
か
ら
、
「
そ
の
代
表
も
、
当
事
老
の
納
得
の
ゆ

　
　
く
よ
う
に
」
、
選
任
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
松
岡
・
前
掲
一
八
二
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
5
）
　
公
益
委
員
に
お
け
る
労
使
双
方
の
委
員
の
同
意
制
に
つ
い
て
、
石
川
教
授
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
（
前
掲
、
三
七
二
頁
）
。

　
　
　
「
か
つ
て
、
こ
の
同
意
制
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
」
が
、
こ
の
主
張
に
は
「
実
際
問
題
と
し
て
、

　
　
労
使
の
同
意
制
の
下
で
は
、
公
益
委
員
は
ど
う
し
て
も
労
使
委
員
に
対
し
て
遠
慮
し
勝
ち
と
な
り
、
事
無
か
れ
主
義
に
堕
す
る
と
い
う
こ
と
が
つ

　
　
け
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
意
制
を
廃
止
す
れ
ば
、
そ
の
遠
慮
は
任
命
権
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
私
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も

　
　
現
在
に
お
い
て
は
、
そ
の
弊
害
の
方
が
大
き
い
と
考
え
る
の
で
こ
の
主
張
に
は
賛
成
し
な
い
」
。
こ
の
同
意
制
問
題
で
、
今
ま
で
こ
じ
れ
た
よ
う
な

　
　
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
詳
か
に
し
え
な
い
が
（
少
く
と
も
表
面
上
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
水
面
下
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な

　
　
問
題
や
屈
折
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
推
測
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
）
、
労
使
委
員
の
同
意
制
は
、
労
働
委
員
会
の
性
格
に
か
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ん
が
み
、
そ
れ
な
り
の
充
分
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
人
事
委
員
会
の
委
員
は
知
事
が
「
議
会
の
同
意
を
得
て
」

　
　
任
命
さ
れ
る
が
（
地
方
公
務
員
法
九
条
二
項
）
、
私
の
知
る
限
り
、
そ
れ
が
、
「
議
会
の
同
意
」
を
め
ぐ
っ
て
こ
じ
れ
た
ケ
ー
ス
は
知
ら
な
い
。

（
6
）
　
塚
本
・
前
掲
、
一
四
頁
。

（
7
）
　
塚
本
・
前
掲
、
二
四
～
二
五
頁
。

（
8
）
（
9
）
　
塚
本
・
前
掲
、
三
二
七
頁
、
三
三
一
頁
。
石
川
・
前
掲
、
四
一
二
頁
、
四
二
〇
頁
、
四
二
六
～
四
二
七
頁
。
和
田
「
行
政
訴
訟
と
民
事
訴

　
　
訟
ー
司
法
制
度
に
お
け
る
そ
の
関
連
と
課
題
ー
」
、
田
中
二
郎
先
生
追
悼
論
文
集
『
公
法
の
課
題
』
六
四
一
頁
。

（
1
0
）
労
使
関
係
法
研
究
会
（
会
長
・
石
川
吉
右
衛
門
教
授
）
編
「
不
当
労
働
行
為
事
件
審
査
の
迅
速
化
」
〈
労
使
関
係
法
研
究
会
報
告
書
〉
七
四
頁
。

　
　
つ
い
で
に
い
え
ば
、
同
報
告
書
は
、
東
京
都
労
働
委
員
会
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
報
告
書
で
は
な
く
、
全
国
都
道
府
県
で
の
実
情
の
検
討
か
ら
の

　
　
問
題
点
の
集
約
で
は
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
実
質
的
に
は
、
都
労
委
の
実
状
を
も
ふ
ま
え
て
の
論
議
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
。

（
1
1
）
　
同
報
告
書
、
一
二
七
頁
参
照
。
ち
な
み
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
東
京
と
大
阪
の
事
例
が
同
報
告
書
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
よ
う

　
　
で
あ
る
。

論律

五
　
結

び

法

　
最
後
に
、
本
稿
の
テ
ー
マ
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
行
政
委
員
会
制
度
一
般
に
つ
い
て
、
ま
た
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
労
働
委
員
会
特

有
の
問
題
に
つ
い
て
、
今
後
の
課
題
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
要
約
的
に
、
簡
単
に
指
摘
し
て
結
び
に
か
え
た
い
。

　
一
　
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
行
政
委
員
会
一
般
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
点
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
、
あ
る
い
は
課
題
と

さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
は
、
戦
後
行
政
民
主
化
の
一
所
産
た
る
行
政
委
員
会
に
つ
い
て
、
関
係
者
の
正
当
な
理
解
と
協
力
と
支
持
が
不
可
欠
な
条
件
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
な
い
し
理
由
に
つ
い
て
は
繰
返
さ
な
い
が
、
わ
け
て
も
、
制
度
改
廃
の
実
権
を
に
ぎ
る
関
係
行
政
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庁
に
対
し
て
こ
の
こ
と
を
強
く
要
望
し
た
い
。

　
第
二
は
、
準
司
法
的
機
能
1
た
と
え
ば
人
事
委
員
会
に
お
け
る
不
利
益
（
公
平
）
審
査
、
労
働
委
員
会
に
お
け
る
不
当
労
働
行
為
の

審
査
　
　
と
裁
判
所
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
よ
り
詳
し
く
い
え
ぽ
、
行
政
委
員
会
の
決
定
・
裁
決
・
命
令
が
裁
判
所
の
司
法
審
査
の

き
び
し
い
テ
ス
ト
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
石
胆

　
第
三
は
、
行
政
委
員
会
の
第
三
者
的
．
中
立
的
性
格
が
、
強
く
維
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
委
員
の
任
命
・
人
事

権
限
を
掌
握
す
る
当
局
の
姿
勢
に
か
か
わ
る
最
も
重
要
か
つ
微
妙
な
問
題
で
あ
り
、
か
り
に
も
こ
の
点
の
慎
重
な
配
慮
に
欠
け
る
と
こ
ろ

が
あ
れ
ば
、
行
政
委
員
会
は
民
主
化
曇
．
い
の
下
に
、
と
き
に
は
、
政
党
政
治
や
官
僚
行
政
の
隠
嚢
と
責
任
回
避
の
道
具
に
も
利
用
さ

れ
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

　
第
四
は
、
行
政
委
員
会
の
審
査
手
続
に
関
し
て
は
、
　
一
方
で
は
、
委
員
の
人
選
に
お
け
る
法
曹
資
格
の
問
題
、
他
方
で
は
、
事
務
局

（
と
く
に
審
査
課
関
係
職
員
）
の
法
律
的
訓
練
の
問
題
が
、
こ
れ
と
不
可
分
に
関
連
し
て
重
要
な
関
連
テ
ー
マ
と
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ぽ
、
審
理
手
続
に
お
け
る
職
権
主
義
と
当
事
者
主
義
、
審
尋
・
審
問
・
立
証
責
任
、
等
に
関
す
る
行
政
不
服
審
査
法
、
民
事

訴
訟
法
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
知
識
が
労
働
法
一
般
の
知
識
と
と
も
に
、
最
少
限
度
、
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
、
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二
　
右
に
述
べ
た
行
政
委
員
会
制
度
一
般
に
関
す
る
問
題
点
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
労
働
委
員
会
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
あ
え
て
労
働
委
員
会
、
と
り
わ
け
、
地
方
労
働
委
員
会
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
次
の
諸
点
が
指
摘
で
き
る
よ
う

　
　
　
　
（
2
）

に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
第
一
は
、
全
国
の
地
方
労
働
委
員
会
に
お
け
る
処
理
事
件
の
極
度
の
ぱ
ら
つ
き
に
つ
い
て
、
適
切
か
つ
十
分
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
委
員
、
事
務
局
の
人
的
・
事
務
的
体
制
と
そ
の
活
動
・
実
態
が
、
本
来
の
地
労
委
の
機
能
に
要
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求
さ
れ
る
諸
責
務
を
適
切
か
つ
充
分
に
果
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
が
、
全
国
そ
れ
ぞ
れ
の
地
労
委
に
つ
い
て
、
よ
り
箇
別
的
・
実
証
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
は
、
公
労
使
の
三
者
体
制
の
維
持
・
充
実
が
ー
公
益
委
員
の
人
選
や
事
務
局
体
制
を
含
め
ー
、
今
後
も
一
層
強
く
望
ま
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
不
当
労
働
行
為
に
お
け
る
審
査
手
続
に
つ
い
て
は
、
労
働
委
員
会
の
主
導
的
体
制
（
調
査
の
充
実
と
審
問
に
お
け

る
審
理
指
揮
の
適
切
な
行
使
な
ど
）
が
、
ま
た
、
審
査
体
制
一
般
お
よ
び
労
働
争
議
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
の
強
化
に
関
連
し
て

　
　
　
　
ス
ペ
シ
ヤ
リ
ス
ト

若
干
数
の
専
門
職
員
の
養
成
と
確
保
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
す
で
に
提
起
さ
れ
て
い
る
「
五
審
査
体
制
」
（
行
政
庁
レ
ベ
ル
で
の
地
労
委
・
中
労
委
、
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
の
地
裁
．
高
裁
．

最
高
裁
）
の
抜
本
的
改
正
問
題
は
、
審
査
の
迅
速
化
の
要
請
か
ら
す
れ
ぽ
、
理
由
が
あ
る
が
（
と
く
に
中
労
委
の
再
審
査
命
令
に
お
け
る

二
回
に
わ
た
る
準
司
法
的
な
手
続
の
履
賎
）
、
他
面
で
は
、
審
査
体
制
（
と
く
に
中
労
委
に
つ
い
て
の
公
取
委
に
比
す
べ
き
審
査
体
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

充
実
と
実
質
的
証
拠
法
則
の
明
文
化
な
ど
）
の
強
化
が
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
（
憲
法
三
二
条
）
に
見
合
う
審
級
省
略
の
代
替
を
実
質

的
に
補
填
な
い
し
保
障
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
の
十
分
な
解
決
が
な
さ
れ
な
い
限
り
は
、
審
級
省
略
を
含
む
現
行
法
制
の
改

正
に
は
、
な
お
問
題
が
残
る
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
か
つ
て
ス
ト
ー
ン
米
国
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
い
わ
く
「
行
政
機
関
の
行
為
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
を
定
め
た
法
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
ス
テ
イ
ス

　
　
　
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
は
、
裁
判
所
と
行
政
庁
は
、
全
く
独
立
の
無
関
係
の
正
義
を
実
現
す
る
機
関
と
し
て
目
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
」
し
、
ま

　
　
　
た
、
「
相
互
に
未
知
の
侵
入
者
と
し
て
目
さ
れ
る
べ
き
で
も
な
い
」
（
甘
ω
亘
o
①
o
力
9
白
P
ぎ
ご
巳
［
o
臼
む
力
訂
汀
ω
む
o
°
ま
o
吋
ぬ
①
P
ω
自
己
゜
o
り
゜
H
o
。
ω
“
↑
㊤
声

　
　
　
（
戸
Φ
ω
q
∋
）
）
。
こ
の
こ
と
は
一
般
に
、
実
質
的
証
拠
法
則
（
°
－
昌
ぴ
切
冨
口
己
巴
⑦
＜
庄
8
8
『
巳
①
）
が
採
用
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
行
政
委
員
会
に
つ
い
て

　
　
　
だ
け
で
な
く
、
わ
が
国
の
、
と
り
わ
け
、
準
司
法
的
機
能
を
行
使
す
る
す
べ
て
の
行
政
委
員
会
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
妥
当
す
る
と
い
え
よ

　
　
　
う
。
和
田
「
司
法
審
査
」
日
本
法
律
家
協
会
編
『
準
司
法
的
行
政
機
関
の
研
究
』
一
七
〇
頁
、
同
「
司
法
審
査
と
実
質
的
証
拠
の
理
論
」
公
法
研

　
　
　
究
、
二
一
九
頁
以
下
。
な
お
、
和
田
『
公
平
審
査
制
度
論
』
第
一
部
1
人
事
委
員
会
と
公
平
審
査
制
度
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
不
当
労
働
行
為
事
件
審
査
」
の
「
迅
速
化
」
〈
労
使
関
係
法
研
究
会
報
告
書
〉
が
参
考
に
な
る
。
と
く
に
、
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「
問
題
点
の
検
討
」
、
「
第
1
不
当
労
働
行
為
の
審
査
手
続
」
「
第
－
初
審
」
ω
審
問
（
労
組
法
二
七
条
一
項
、
労
委
規
則
四
〇
条
）
に
つ
い
て
の
、
⑦

　
　
審
査
委
員
主
導
の
審
問
　
◎
“
審
尋
方
式
”
”
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
方
式
”
　
㈲
“
小
委
員
会
方
式
”
に
ょ
る
合
議
等
の
問
題
提
起
な
い
し
は
提

　
　
言
、
「
第
2
審
査
体
制
」
、
「
2
事
務
局
」
に
お
い
て
は
「
審
査
専
門
職
」
の
配
置
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
第
3
取
消
訴
訟
」
に
お
い
て

　
　
は
、
1
審
級
省
略
、
2
実
質
的
証
拠
法
則
、
3
新
証
拠
の
提
出
制
限
、
4
形
式
的
当
事
者
訴
訟
な
ど
の
、
一
般
行
政
事
件
訴
訟
と
労
働
事
件
訴
訟

　
　
と
の
関
連
を
含
む
、
新
し
い
注
目
す
べ
き
多
数
の
提
言
的
な
問
題
提
起
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
今
後
の
重
要
な
検
討
問
題
と
な
ろ
う
。

（
3
）
　
こ
の
点
で
前
掲
「
労
使
関
係
法
研
究
会
報
告
書
」
は
、
「
一
都
道
府
複
数
地
労
委
制
」
の
提
言
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と

　
　
も
に
労
使
紛
争
事
件
数
の
少
な
い
県
に
ま
た
が
る
「
数
県
複
数
地
労
委
制
」
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
現
実
に
は
、
管
轄
を

　
　
ど
う
す
る
か
、
都
道
府
県
の
執
行
機
関
（
地
方
自
治
法
　
第
二
編
普
通
地
方
公
共
団
体
、
第
七
章
　
執
行
機
関
、
第
三
節
　
委
員
及
び
委
員
会
と

　
　
し
て
第
六
款
に
は
「
地
方
労
働
」
委
員
会
が
あ
る
）
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
地
方
自
治
法
の
改
正
を
含
む
こ
と
に
な
ろ
う
（
た
だ
し
、
労
使
の
紛

　
　
争
処
理
が
地
方
自
治
の
上
で
、
現
行
都
道
府
の
管
轄
と
実
質
的
に
不
可
分
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
ろ
う
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
4
）
　
公
取
委
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
・
委
員
の
任
命
に
当
っ
て
は
、
法
文
上
「
法
律
又
は
経
済
に
関
す
る
学
識
経
験
の
あ
る
者
」
（
独
禁
法
二
九
条

　
　
二
項
）
と
あ
り
、
ま
た
、
審
判
手
続
の
一
部
を
行
う
た
め
の
事
務
局
の
審
判
官
五
人
に
つ
い
て
は
、
「
審
判
手
続
を
行
う
に
つ
い
て
は
必
要
な
法

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
シ

　
　
律
及
び
経
済
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有
し
、
且
つ
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
老
」
に
つ
い
て
公
取
委
員
会
が
定
め
る

　
　
（
同
法
三
四
条
二
項
二
二
項
）
と
あ
る
。
な
お
、
和
田
「
行
政
委
員
会
の
法
的
性
格
と
運
営
・
実
態
i
公
正
取
引
委
員
会
と
人
事
委
員
会
を
中

　
　
心
に
　
　
」
明
大
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
七
頁
～
八
頁
。
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